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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業

大臣が改正した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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日本産業規格（案）       JIS 
 C 60300-3-14：0000 
 (IEC 60300-3-14：2024) 

総合信頼性マネジメント－第 3-14 部：適用の指針

－支援性及び支援 
Dependability management-Part 3-14: Application guide-Supportability 

and support 
 

序文 

この規格は，2024 年に第 2 版として発行された IEC 60300-3-14 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格は，アイテムに対する支援性及び支援に関して，適切な解析技法及びアシュアランス技法を特

定し，適用する方法に関する指針を提供する。この規格には，グッドプラクティス（適正な実施方法），要

求事項に適した尺度，及びそれらの評価方法が含まれる。加えて，総合信頼性の他の特性との関係性及び，

効果的な支援性及び支援プログラムの構成要素についても記載している。この規格における“支援（support）”
とは，対象アイテムが要求どおりに機能することを可能にするための，質の高い資源の提供を指す。支援

性は，次の点に焦点を当てる。 

－ 次の事項を特定し，定量化する。 

・ 定義されたアイテムに対する，特定の使用状況における支援 

・ その支援を提供するために要する時間 

・ 支援活動に必要な資源，コスト及び品質 

・ 提供される支援の品質 

－ アイテムの設計及び支援体制に影響を与え，アイテムのライフサイクルにわたって価値を確保する。 

“アイテムの支援性を考慮した設計活動”の主な目的は，運用及び保全段階での支援活動に影響を与え

ることである。しかし，支援性は，使用条件及び支援体制を提供する組織にも依存するため，単に設計の

属性というわけではない。アイテムの設計に固有の望まれる能力を達成するということには，アイテムコ

ンフィギュレーション及びその使用条件（管理組織及びその供給者の能力を含む。）の変化に対応できるよ

うに，必要な支援実現能力を設計し，実装し，継続的に進化させることも含まれる。 

アイテムの支援性は，次のようになることを確実にする。 

－ 望ましいアイテムの実現能力を達成するための支援要求事項はバランスのとれたものであり，明示さ

れている。 

－ その支援を提供するための財務能力が，短期的にも長期的にも把握されている。 

－ 技術的及び財務的な要求事項を達成するために，アイテムの設計，支援の設計，及びその支援提供組

織の設計の間で，望ましいバランスがとられている。 
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支援は，与えられたライフプロファイルに基づき全寿命にわたってアイテムを円滑に運用するための総

コストに大きく寄与する要素である。現在の傾向は，スペア部品及びその他の支援リソースを長期に渡っ

て容易に入手できるようにすることで，アイテム［特に，部品の陳腐化（製造元から入手不可能になるこ

と，製造中止）などの問題を抱えるであろうアイテム］の寿命を延ばす方向にある。また，部品の廃止 1)

及び再利用を持続可能な形で行うことを目指す方向にもある。支援性が将来の持続可能性及び循環性の要

件を満たすとすれば，それは革新的なソリューションを活用してのことであろう。 

注 1) “廃止”は，‟運用組織又は保守組織による実施中の支援の中止，一部分若しくは全体の新しいシ

ステムへの置き換え，更新されたシステムの導入，又は最終的な使用停止及び廃棄”（JIS X 
0170:2025 の 3.38）を意味する。廃止した部品を再利用又は再生する可能性を除外せず，また，そ

の部品の品目を撤廃することを意味していない。 

支援が容易なアイテムは，逆境に耐え，それから回復する能力に優れる。そのようなアイテムはより高

いレジリエンス（回復力）をもち，深刻な有害事象及び状況に影響されやすい人員及びシステムへの依存

度が低い。 

効果的な支援性及び支援プログラムは，ライフサイクルコストの削減，アベイラビリティの向上，及び

支援性の不備による修正の減少を通して，顧客が支援を提供する組織によって高い確信をもつことを確実

にする。これによって，アイテムに対する顧客の確信が高まり，当該アイテムの販売向上に加えて，同じ

企業からの将来のアイテムの販売向上にもつながる。 

この規格は，総合信頼性に関する活動を効果的に計画し実施するための指針をマネージャー及び技術要

員に提供するものであり，相互に関連する一連の“トップレベル”の IEC 総合信頼性規格の一つである。

一連のうちの他の規格は，次のとおりである。 

－ JIS C 60300-1 総合信頼性のマネジメントの重要性及び便益を明確にする。 総合信頼性活動の指針，

並びに総合信頼性活動を既存のマネジメントシステム及びライフサイクルプロセスに統合する方法に

関する指針を提供する。 

－ JIS C 5750-3-4 総合信頼性の要求事項を仕様に取りまとめて記すこと，及び要求事項達成のアシュア

ランスを与える手段に関する指針を提供する。 

－ IEC 60300-3-10 保全性（及び保全）に対して，適切な解析技法並びにアシュアランス技法を特定し，

適用する方法に関する指針を提供する。 

注記 保全性（及び保全）は，保守性（及び保守）ということもある。 

－ 信頼性及びアベイラビリティを扱う規格 策定中 

1 適用範囲 

この規格は，総合信頼性の属性としての支援性（及び支援）を導入するとともに，関連する総合信頼性

属性である信頼性，保全性及びアベイラビリティとの関係についての指針を示す。 

この規格は，アイテムのライフサイクルのいかなる時点においても，性能，コスト及びリスクの間で意

図したバランスを達成することに焦点を当てた支援性及び支援活動を計画し，実施するときのガイドとし

て使用可能である。全ての活動は，アイテムの性質及びその使用条件に合わせてテーラリングすることが

可能である。 

この規格は，新規に設計されたアイテム，商業的に調達可能な既存アイテム，又は運用中のアイテムの

どのライフサイクル段階においても，どのようにして支援性及び支援活動を適用することができるかに関
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する指針を提供する。 

また，この規格では，アイテムの目的を達成するための，アイテムを創出，運用，保全，改修する活動

の管理及び実施に伴うリスクのマネジメントを規定に従って行うことによって，活動がライフサイクルに

与える影響を検討する。 

この規格は，次の事項について記載する。 

－ 支援性及び支援の性質（本質的特徴） 

－ ライフサイクルにわたってアイテムの価値を達成する上での支援性及び支援の役割 

－ アイテムのライフサイクルにおいて，コスト，性能及びリスクの間に望まれるバランスを達成するた

めの支援性及び支援に関連するトレードオフ 

－ 要求される支援性及び支援を実現するために効率性及び有効性を向上させることを究極の狙いとして，

組織の構造をその目標と整合させることの重要性 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 60300-3-14:2024，Dependability management－Part 3-14: Application guide－Supportability and 

support（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

この規格には，引用規格はない。 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

ISO 及び IEC は，標準化に使用する用語データベースを次のアドレスで維持している。 

－ IEC Electropedia：https://www.electropedia.org/ 

－ ISO Online browsing platform：https://www.iso.org/obp 

3.1 
アベイラビリティ（availability） 

与えられた条件の下で，要求どおりに遂行できる状態にある能力 

注釈 1 アベイラビリティは，信頼性（JIS Z 8115 192-01-24），保全性（192-01-27）及び支援性（192-01-
31），並びに提供される保守及び支援の属性の組合せに依存する。 

注釈 2 与えられた条件は，ライフプロファイルで定義された条件に加え，運用モード，ストレス水準，

環境条件，及び保全のような，アベイラビリティに影響する側面を含む。 

注釈 3 アベイラビリティは，JIS Z 8115 の 192-08 で定義された尺度を使用して定量化することが可能

である。 

注釈 4 アベイラビリティの用語として“可用性”，“可動率”又は“稼働率”も用いられる。 
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（出典：JIS Z 8115:2019 の 192-01-23 を変更。定義の“アイテムの”を削除，“与えられた条件の下

で”を追加，注釈 1 を変更，注記 2～注記 4，注記 6 及び注記 8 を削除，注釈 2 を追加，注記 5 を注釈

3，注記 7 を注釈 4 として記載） 

3.2 
組込み試験，内蔵試験（built-in test: BIT） 

試験対象のアイテムに統合された，フォールトの自動認識及びフォールト箇所の特定を可能にする能力 
（出典：IEC 60706-5:2007 の 3.1.1） 

3.3 
組込み試験装置，内蔵試験装置（built-in test equipment: BITE） 

組込み試験を実行することだけを目的としてアイテムに組込まれたハードウェア及びファームウェア 

3.4 
事後保全（corrective maintenance） 

フォールト検出後，要求どおりの実行状態に修復させるために行う保全 

注釈 1 ソフトウェアの事後保全では，常に何らかの修正が含まれる。 

注釈 2 事後保全は，初動時の保全と，それ以降の保全とに分けて考えることがある。 
（出典：JIS Z 8115:2019 の 192-06-06 を変更。定義から“アイテムを”を削除） 

3.5 
総合信頼性（dependability） 

要求されたときに，その要求どおりに遂行するための能力 

注釈 1 総合信頼性の高いアイテム又はサービスは，それが望まれたとおりに動作し，利害関係者間で

合意された期待を満たすということに，正当化された確信があるものである。 

注釈 2 ほとんどの場合，“総合信頼性”という用語は，中核となる属性である“信頼性”，“保全性”及

び“支援性”，並びにそれから得られる“アベイラビリティ”に対する包括的な用語として用い

られる。場合によっては，“レジリエンス”，“回復性”，“耐久性”，“インテグリティ”，“安全性”，

“セキュリティ”，“トラストワージネス”などの属性が，総合信頼性に含まれるか又は総合信

頼性と重複する。 

注釈 3 アイテムの遂行するための能力を表現するために，要求事項は，遂行すべき機能，性能を達成

すべき時期，及びライフプロファイルの条件に即して指定される。 

注釈 4 総合信頼性の属性は，定性的に表されることも，定量的に表されることもある。 

注釈 5 総合信頼性という用語を，研究又は学問分野の主題を指す文脈で用いることも一般的である。 

注釈 6 総合信頼性を阻害する要因は，故障，エラー，フォールトである。 
（出典：JIS Z 8115:2019 の 192-01-22 を変更。定義の“アイテムが”を削除し，注釈 1 及び注釈 3～注

釈 5 を追加して，注記 2 及び注記 4～注記 6 を削除。注記 3 を注釈 6 として記載） 

3.6 
アイテム（item） 

対象となるもの 

注釈 1 アイテムは，個別の部品，構成部品，材料，デバイス，機能単位，装置，サブシステム，シス

テム，製品，サービス又はプロセスのいずれでもあり得る。 

注釈 2 アイテムは，ハードウェア，ソフトウェア，人物，又はそれらの任意の組合せで構成される場

合がある。 
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注釈 3 多くの場合，アイテムは，個別に検討可能な要素で構成される。詳細は，サブアイテム（IEV 
192-01-02）及び分割単位（IEV 192-01-05）参照。 

注釈 4 サービスを考慮する場合，サービスユニット，サービスプロセス，サービスシステムなどがア

イテムとなる。 

注釈 5 アイテムは，目的，対象又は分野によって独自な用語又は階層構造を用いて表現することがあ

る。 
（出典：JIS Z 8115:2019 の 192-01-01 を変更。注釈 1 に材料，製品，サービス又はプロセスを追加，注

釈 1 及び注釈 2 の文言を微修正） 

3.7 
ライフサイクル（life cycle） 

アイテムの概念から始まり廃棄に至るまでの一連の識別可能な段階 

例 典型的なシステムライフサイクルを構成する一連の段階は，概念及び定義，設計及び開発，製造又

は建設，据付け及び試運転，運用及び保全，寿命中間時期のアップグレード（性能・品質特性向上

実施），又は寿命延長化の実施，並びに運用停止及び廃棄である。 

注釈 1 識別される段階は，適用の仕方によって異なる。 
（出典：JIS Z 8115:2019 の 192-01-09 を変更。注記 1 を例とし，注記 2 の文言を変更して注釈 1 とし，

注記 3 を削除） 

3.8 
ライフプロファイル（life profile） 

アイテムがライフサイクル中に受けるストレス，その水準，内容，期間，及び順序 

注釈 1 ストレスには，内部的なもの（動作サイクルなど）も，外部的なもの（環境ストレス，入力電

力レベル，ネットワーク上の時間当たりのサービス要求数など）もある場合がある。 

注釈 2 ライフプロファイルは，実際のもの，期待されるもの，又は予測されるものである場合がある。 

3.9 
保全性（maintainability） 

与えられた条件の下で，要求どおりに遂行できる状態に保持されるか，又は修復される能力 

注釈 1 与えられた条件には，ライフプロファイルで定義された条件に加え，保全の場所，アクセシビ

リティ（接近性），並びに保全手順及び保全資源が含まれる。 

注釈 2 保全性は，適切な尺度を使用して定量化することが可能である。JIS Z 8115:2019 の 192-07，保

全性性能及び保全支援（尺度）参照。 

注釈 3 分野によっては，“保守性”又は“整備性”の用語が用いられる。 

注釈 4 ソフトウェアアイテムには主に“保守性”が用いられ，故障要因の修正，性能及び他の特性の 

改善，環境変化への対応などの目的で変更され得る能力を指す。 
（出典：JIS Z 8115:2019 の 192-01-27 を変更。定義を一般化して書き直し，“アイテムが”並びに“運

用及び保全”を削除。既存の注釈を新しい注釈に置換え，注記 1 及び注記 2 を変更し，注記 3～注記 5 を

注釈 3 及び注釈 4 として，注記 6 を削除） 

3.10 
保全概念（maintenance concept） 

保全目的，保全場所，保全実施単位，保全水準，保全支援及びそれらの相互関係 

注釈 1 保全概念は，保全計画，支援性要求事項の決定及び補給支援体制の確立についての基礎を提供
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する。 

注釈 2 分野によっては，“保守概念”ともいう。 
（出典：JIS Z 8115:2019 の 192-06-02 を変更。第一の優先語“保全方針”を削除し，定義から“を定義

したもの”を削除，注釈 1 中の“方針”を“概念”に置換え，注釈 2 を追加） 

3.11 
平均待ち時間（mean waiting time, MWT） 

予備品が，アイテムの修理に利用可能となるまでの平均時間 

注釈 1 予備品が在庫アイテムとして利用可能な場合，待ち時間はゼロになる。最長の待ち時間は，修

理ターンアラウンド時間である。 

3.12 
既製品，OTS（off-the-shelf） 

商業市場において商用に大量に販売される，開発を伴わずに供給されるアイテム［非開発項目，NDI
（non-developmental item）］ 

注釈 1 COTS（商用既製品，commercial off-the-shelf）又は MOTS（変更された既製品，modified off-the-
shelf）ということもある。 

（出典：IEC 62741:2015 の 3.1.3） 

3.13 
予防保全（preventive maintenance） 

アイテムの劣化の影響を緩和し，かつ，故障の発生確率を低減するために行う保全 

注釈 1 “状態監視保全（condition-based maintenance）”（JIS Z 8115:2019 の 192-06-07）及び“時間計画

保全（scheduled maintenance）”（JIS Z 8115:2019 の 192-06-12）も参照。 

注釈 2 主にハードウェアからなる製品では，アイテムの使用中の故障の発生を未然に防止するために，

規定の間隔又は基準に従って，前もって実行する保全をいう。 
（出典：JIS Z 8115:2019 の 192-06-05 を変更。注記 1 の文言を注釈 1 の文言に微修正） 

3.14 
修理ターンアラウンド時間（repair turnaround time，RTRT） 

故障した部品が修理され，輸送を含めて次の利用のため保管場所に戻されるまでに要する時間 

3.15 
交換率（replacement rate） 

一定期間にわたって指定された運用要求事項を満たすために，アイテムが交換される頻度（単位時間当

たりの交換数の期待値） 

注釈 1 故障が検出されるもののフォールトが見つからないことの起こりやすさ（NFF，No Fault Found）
は，交換率の算定に含めなければならない。一部の故障（二次故障）は，不適切な修理，他ア

イテムの故障といった外的要因によって誘発される。これらの理由から，予備品の数量算定に

おいては故障率ではなく交換率を適用しなければならない。交換率には，アイテムの交換回数

に影響を与える全ての要因が含まれる。 

3.16 
専用機器，STE（special type equipment， STE） 

特定の対象アイテムに対して，特定の作業を実行するために必要とされる機器 
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例 ツール，ジグ，及び試験装置 

3.17 
支援（support） 

＜総合信頼性＞ アイテムが要求どおりに機能し続けられるようにするための資源の提供 

注釈 1 例としては，人的努力，訓練，ツール，ジグ，試験装置，つり上げ装置，資材，予備品，施設，

文書類，情報及び情報システムがある。 

注釈 2 支援は，環境的な，社会的な及び経済的な影響も考慮した上で，質の高い資源を，正しい箇所

に，最適な時に，最適なコストで提供する。 

3.18 
支援性（supportability） 

規定されたライフプロファイル及び資源の下で，要求どおりに遂行するように支援される，アイテムの

能力 

注釈 1 この定義は，JIS Z 8115:2019 の 192-01-31 とは異なる。対応国際規格において，保全性の定義 

との整合及び“支援”には運用支援を含むことを考慮して表現が変更されたことによる。 
（出典：JIS Z 8115:2019 の 192-01-31 を変更。定義を一般化及び拡張し，注記 1，注記 2 を削除，注釈

1 を追加） 

3.19 
システム（system） 

＜総合信頼性＞ 全体として一つ以上の目的を達成する，相互作用する部品の組合せ 

注釈 1 システムは，製品として，又はそれが提供するサービスとしてみなされることがある。 

注釈 2 部品には，次のものが含まれる可能性がある。関連する機器，設備，資材，コンピュータープ

ログラム，ファームウェア，技術文書類，他のシステム，サービス及び必要な要員。 

注釈 3 この定義は，JIS Z 8115:2019 の 192-01-03 とは異なる。対応国際規格において，IEC 60050-192
での“requirement”の用語定義からの独立性，及び対応国際規格と ISO/IEC/IEEE 15288（JIS X 
0170 の対応国際規格）との整合性を考慮して“system”の定義の表現を変更したことによる。 

（出典：JIS Z 8115:2019 の 192-01-03 を変更。定義を具体的に書き換え，既存の注記を新しい注釈に置

換え） 

3.20 
有用寿命，耐用寿命（useful life） 

アイテムが，性能，陳腐化，又は経済的要因のために，定義された最初の使用から，定義され

た終了状態に達するまでの区間  

注釈 1 有用寿命の用語を用いる際は，どの使用が最初の使用であるか定義する。この文脈では，“最初

の使用”に，アイテムを最終利用者に引き渡す前の試験活動は含めない。“最初の使用”は，初

期故障期間の後に開始することが可能である。 

注釈 2 有用寿命の用語を用いる際は，最終状態を定義する。定義には，故障，又は一定の割合以上の

累積故障の発生を防止する安全マージンを含めることが可能である。 

注釈 3 該当する区間は，当該アイテムに適した単位，例えば，暦時間，動作サイクル，走行距離など

で表す。単位は，常に明示するのがよい。 

注釈 4 場合によっては，アイテムの有用寿命が，組織の要求するところよりも長い場合，アイテムは，

残存価値をもち，再利用され得る。 
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注釈 5 アイテムが故障するとそのまま有用寿命が終了するアイテムについては，アイテムの寿命は所

定の割合のアイテムが故障した時点として指定することが可能である。この値は通常，累積的

に 10 %のアイテムが故障する時点に相当する L10 又は B10 値として表される。 

注釈 6 消費者向け製品及び他の大量生産される製品について，少数のアイテムだけが故障する場合に

は，L10 又は B10 値を有用寿命の近似値として使用可能である。 
（出典：JIS Z 8115:2019 の 192-02-27 を修正。定義を一般化し，既存の注記を新しい注釈に置換え） 

4 支援性及び支援の概要 

4.1 支援性及び支援の説明 

支援性とは，定義されたアイテムについて与えられた使用状況において必要となる支援，支援の提供に

要する時間，資源の確保，コスト及び支援の品質，並びに提供される支援の品質を識別し，定量化するこ

とに関係するものである。具体的には，支援性は，対象アイテムが機能し続けるために“何が必要か”と，

それを“どのように実施するか”との両面を扱う。“何が必要か”の側面は対象アイテムの設計に固有のも

のであるが，それをどのように実現するかは，支援を担う組織によって決定される。したがって，組織的

な側面は支援性に大きく影響する可能性があり，支援性は対象アイテムの設計及び開発において本質的な

要素であるとすることが望ましい。支援性は，対象アイテムのライフサイクルにおいて変化する可能性が

ある。例えば，支援を必要とするアイテムの数が変化した場合などが挙げられる。 

支援とは，対象アイテムが，そのライフプロファイルに従って，ライフサイクル全体を通じて要求どお

りに機能し続けられるように，必要な資源を提供することである。資源の例としては，要員，訓練，ツー

ル，ジグ，試験装置，荷役装置，材料，予備品，施設，文書類，情報及び情報システム（これら資源の保

全及び校正を含む。）が挙げられる。要するに，支援とは，品質 2)の高い十分量の資源を，最適なコストで，

最適なタイミングで，適切な場所に提供することであり，その際には環境，社会的，経済的影響を考慮す

る必要がある。 

注 2) “品質”は“対象に本来備わっている特性の集まりが，要求事項を満たす程度”のことをいう

（JIS Q 9000:2015 の 3.6.2 参照）。 

支援性のマネジメントと支援との違いを明確にするために次を示す。 

－ 支援性マネジメントは，必要な支援は何かを確立し，支援の領域における変更（改善）のマネジメン

トを行うものである。変更には対象アイテムの設計変更に加え組織構造の変更が含まれる場合がある。 

－ 支援は，指定された支援資源を提供するための日常的な管理及び運用を担い，これら資源の品質及び

提供の適時性が常に維持されることを確実にするものである。 

支援性及び支援には，運用支援と保全支援の 2 種類が考えられる。運用支援の例としては，外国に着陸

した航空乗務員に対する宿泊及び食事の提供，又はヘルプデスクサービスの提供などが挙げられる。ただ

し，支援の境界は明確に理解されている必要がある。上記二つの提供の例は支援に該当するが，必ずしも

支援組織の範囲内に含まれるとは限らない。例えば，これらが顧客サービス部門の業務の一部として実施

される場合に，企業が顧客サービス部門を支援活動と非支援活動を含む別のコストセンターとして分類し，

支援の責任範囲から除外していることがある。組織が非支援業務も担っており，組織全体の有効性又は効

率が一括して測定される場合には，特定の支援活動に関する品質，適時性，費用対効果の測定をデータか

ら容易に得ることは不可能である。なお，5.4 で述べているように，コストセンター及びプロフィットセン

ターに関する尺度はこの規格の対象外である。 
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支援におけるインタフェースの境界も重要な考慮事項である。例えば，保全支援組織は予備品の発注に

ついて責任をもつが，これらの部品の購買は調達部門が実施する場合がある。調達部門は，企業の財務的

健全性を判断したり，競争入札を実施したりすることに責任をもつ場合がある。これらは支援の責任範囲

外であるが，支援組織は，予備品の適時提供に対するいかなる不当な遅延をも未然に防ぐとすれば，これ

らのインタフェースを明確に理解しておく必要がある。 

4.2 原則 

支援性及び支援は，一連の原則に基づいている。これらの原則を適用することによって，支援組織が経

済的に採算の合うものであること，並びに設計及び開発段階で確立された信頼性，保全性及びアベイラビ

リティの尺度での指標が達成されることが確実になる。 

支援性に関する原則は，次のとおりである。 

－ 特に固有の設計に関して，支援の側面を簡素化し，最小化し，又は排除する。 

－ 支援性，信頼性，保全性及びアベイラビリティを総合的に分析し，最適な全体コストでバランスの取

れた解決策を提供する。 

－ 組織の有効性及び効率性を，環境，社会的及び経済的要件の変化を考慮しつつ，絶えず向上させよう

と努める，効率的かつ効果的な組織構造を確立する。 

－ 異なる種類の修復及び保全への対応など，支援への異なるアプローチを支援の種類に応じて取り込む

ように組織を構造化する。 

－ 必要な資源を，それがその品質を含めて定義されていることを確実にしつつ，提供する。 

－ 資源を既知の場所に提供するとともに，場所が変更になり得るような，提供における柔軟性も与える。 

－ 最小限の遅延時間で支援を提供する。 

－ 支援が費用対効果に優れていることを確実にする。 

4.3 支援性及び支援活動の利点 

支援性及び支援活動は，アイテム又はアイテム群の持続的な運用及び保全について，技術的，財務的，

組織的な意思決定を統合的にバランスの取れた方法で行えることのアシュアランスを促進するものである。

支援性及び支援活動を管理することによって得られる利点には，次が含まれる。 

－ 予備品が，要求されたときにその要求どおりに遂行することによって価値を提供することの正当化さ

れた確信を提供する。 

－ 性能，リスク，他の総合信頼性特性，及びコストをライフサイクル全体に渡って考慮することで，支

援性設計上の弱点を特定し，改善することを可能にする。 

－ 継続的な改善を可能にする情報及びデータを提供する。 

－ 支援性活動のコストを正当化する説明を与え，コスト的に無理のないレベルの支援性及び支援性能を

実証する。 

－ アイテムのダウン時間を短縮し，アベイラビリティを向上させる。 

－ 支援性及び支援に向ける労力を最適化する。 

－ 定義された技術的成果及び財務的成果を組織が達成することを支援する。 

－ 破壊的事象へのレジリエンスを向上させる。 

これらの利点によって，利害関係者は支援組織に対する確信を高め，ライフサイクルコストの低減，ア

ベイラビリティの向上，支援性の欠如からくる変更の減少を実現することが可能である。さらに，これに
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よってアイテムに対する利害関係者の確信が高まり，当該アイテムの販売向上に加えて，同じ企業からの

将来のアイテムに対する販売向上にもつながる可能性がある。 

4.4 インタフェース 

4.4.1 一般 

支援性は総合信頼性の属性の一つである（JIS C 60300-1 参照）。他の主要な総合信頼性の属性には，“信

頼性”，“保全性（保守性）”，“アベイラビリティ”がある。支援性の帰結として“支援”は，必要な資源に

品質と提供の適時性を与えるものであり，したがってこれらの属性に影響する可能性がある。これらの属

性間のインタフェースについては，4.4.2～4.4.5 で詳しく説明する。 

設計段階においては，支援性及び支援は，想定される修復の種類（7.2.2 参照），想定される保全の種類

（附属書 A 参照），及び遅延による収益の潜在的減少に影響される。アイテムの使用の段階においては，

支援性及び支援は，ライフプロファイルに照らしてのアイテムの使用状況の変動，及び支援対象となるア

イテムの数量の変動に影響される。 

逆に，全ての設計活動（変更を含む。）は，支援性及び支援への影響を考慮することを必要とする。これ

は，設計上の意思決定がその決定の支援活動に与える影響に適切に対処し，最適化された解決策を達成す

るようにするためである。したがって，主要なインタフェースは，システムの設計及び製造，総合信頼性

要求事項（JIS C 5750-3-4），信頼性，保全性及び保全（-IEC 60300-3-10）［試験容易性及び診断（IEC 60706-
5）を含む。］，アベイラビリティ，並びにライフサイクルコスティング（JIS C 5750-3-3）である。 

追加のインタフェースとしては，プロジェクトマネジメント，リスクマネジメント，安全性及びハザー

ド分析，ヒューマン要因分析（IEC 62508），試験及び受入れ，品質，環境及び社会的課題，デザインレビ

ュー［総合信頼性レビュー（JIS C 62960）を含む。］，持続可能性，レジリエンス，並びに組織的側面が挙

げられる。 

4.4.2 支援性及び支援が信頼性に与える影響 

支援性及び支援のための活動は，信頼性に悪影響を及ぼす可能性がある。そのため，これらの活動は，

次を確実にすることが望ましい。 

－ 供給される消耗品又は修復部品は，要求される品質を満たしている（包装，取扱い，保管及び輸送に

関する側面を含む。）。 

－ 修復部品は，必要に応じて正しく校正されており，導入設置時点において十分な校正有効期間をもっ

ている。 

－ ジグ，ツール，試験装置，設備などの関連資源は，いずれも作業の実施に支障がない状態にある。こ

れには，校正，環境条件の確認，並びに資源の利用可能性及びアクセスの容易性が含まれる。 

－ 作業を実施する要員は，適切な訓練を受けており，十分な力量をもっている。 

－ 作業が適切に完了しており，システムが要求どおりに機能することに対する十分な確信が得られる程

度に，システムは，試験されている。 

－ 誤ったコンフィギュレーション，偽造の予備品又は材料の使用は，防止されている。これは，これら

が信頼性に重大な悪影響を及ぼす可能性があるためである。 

システムの信頼性が徐々に低下し，その真の原因を特定するのに時間を要することがある。したがって，

開発段階においては，支援活動に関連するリスク，特に安全性に影響する可能性のある領域について，慎

重にアセスメントを行い，適切な是正措置を講じることが望ましい。 
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4.4.3 支援性及び支援が保全性に与える影響 

4.4.2 に示したいずれの活動も，保全性に影響する可能性がある。これらの活動のひとつでも不十分であ

れば，保全作業に要する時間は増加する。ただし，保全時間の増加要因は比較的容易に特定され，問題の

是正に向けた迅速な対応が取られる可能性が高い。 

4.4.4 支援性及び支援がアベイラビリティに与える影響 

支援性は支援遅延時間を最適化する。ただし，場合によっては（平均待ち時間など），これらの遅延を完

全に排除することが費用対効果の面で適切でないこともある。いかなる遅延もアベイラビリティに影響す

るので，最善のソリューションを確立するために遅延の帰結を考慮することが望ましい。これらの起こり

得る遅延の重大性は，開発段階においてアセスメントすることが望ましい（例えば，保全の種類について

は附属書 A 参照）。 

4.4.5 支援性及び支援がライフサイクルコストに与える影響 

支援性活動は継続的に実施されるものであり，アイテムのライフサイクル全体に渡って支援コストに影

響する可能性がある。開発プロセスの初期段階で支援性を導入することによって，アイテムのライフサイ

クル期間中に大幅なコスト削減が得られる場合がある。支援性及び支援がライフサイクルコストに与える

影響についての詳細は，附属書 B 及び附属書 C に示されている。 

5 支援性及び支援の仕様化 

5.1 一般 

支援性及び支援プログラムは支援の境界（4.1 参照）を明確に定義することが望ましく，さらに，その境

界が関係者に十分に理解されることが望ましい。設計，信頼性，保全性，アベイラビリティ，製造，運用，

輸送，保管，潜在的収益の増減などの変化は全て支援に影響する要因であるため，対象アイテムのライフ

サイクル全体に渡ってトレードオフを考慮することが重要である。加えて，環境的，社会的，経済的及び

セキュリティに関する要因といった他の要因もまた考慮することが望ましい。 

一般に，支援性及び支援プログラムは，同一企業が以前の製品向けに確立したプログラムを継承するこ

とが推奨されている。既存資源の再利用は，コスト削減の便益をもたらす。保全のための施設には，施設

の処理能力及び保全対象となる新規アイテムの推定数量を考慮した上で，既に保全用に確立された施設を

活用することが望ましい。アイテムが世界的に分散して供給される場合には，環境負荷及びコストの観点

から輸送上の課題を最小限に抑えるため，保全用施設も世界的に分散配置する必要がある。 

効果的な支援性及び支援プログラムは，信頼性，保全性，性能，コスト及びリスク結果の間のバランス

を取ることで価値を達成する目的をもつ他のプログラムと併せて，計画し，開発することが望ましい。そ

のようなプログラムは，ライフサイクルの概念段階において確立し，開発，実現，利用，並びに廃止及び

リユースの各段階で遂行することが望ましい。 

支援データリポジトリ（支援活動に関する情報を体系的に蓄積・参照するための情報基盤）は，運用支

援活動及び保全支援活動を特定し，関心領域間相互の関連付けを行うために使用することができる（7.2.4
参照）。ただし，取り組まれる活動の数は，合意された予算措置に依る。 

5.2 要求事項の定義 
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支援性及び支援に関する仕様策定プロセスは，JIS C 5750-3-4 に示される一般的な指針に従うことが望

ましい。同規格は，信頼性要求事項を仕様中に記載することに関する指針を提供するとともに，それらの

要求事項の達成のアシュアランスをする手段を示している。5.4 に挙げられた尺度は，必要な成果物の作成

に向けた指針として活用可能である。 

要求事項は，次の六つの要素に分類することが可能である。 

－ 情報資源（箇条 9 参照） 

－ 人的資源（10.2 参照） 

－ 訓練（10.3 参照） 

－ 支援用機器（10.4 参照） 

－ 支援施設（10.5 参照） 

－ 予備品及び消耗部品（10.6 参照） 

5.1 に示したように，使用されているアイテム数が徐々に増加する場合，既存資源の継続利用には，リア

ルタイムデータを用いて予測データを修正可能であるという利点がある。 

5.3 支援可能なアイテムの属性 

アイテム開発の早期には，複数のエンジニアリング施設及び製造施設が概念，開発及び実現の各段階で

使用される場合がある。これらの各施設には，それぞれに関連する支援活動が存在する。それらの随伴す

る支援（例えば，技術施設への支援の提供）は，アイテムに関連する支援とは異なる外部のものであるが，

アイテム自体についてそれらが生む情報（例えば，技術文書類）は重要である。このような情報は，支援

性分析を実施するために，一貫性のある，移転可能な，かつ，十分に網羅的なものであることが望ましい。

アイテムが利用段階に入ると，修理のための製造，変更の可能性に対応するエンジニアリング，情報の取

扱いなどの側面は，支援性及び支援組織の責任となる。 

支援可能なアイテムの属性は，運用支援及び保全支援の要素に関連付けられる。したがって，支援可能

なアイテムは次の属性をもつ。 

－ 費用対効果の高い保全 

－ 部品の互換性 

－ 試験容易性 

－ 導入設置の容易性 

－ ユーザビリティ（使用性） 

－ 十分に文書化された，アイテム及び支援機器のコンフィギュレーション 

－ 校正要求事項の識別及び実施 

－ 事象の報告 

－ 一定の力量を確保する適切な訓練を受けた要員 

－ 陳腐化に関する考慮。IEC 62402 参照 

－ 必要時に適切な技術支援を受けられる体制 

－ セキュリティ及びインテグリティ（権限なしでの変更への耐性） 

－ 頑健性，レジリエンス，回復性，及びアイテム中のソフトウェア及びハードウェアのアップグレード

性 

注記 ユーザビリティは，人間がアイテムといかに容易にインタフェースできるか，及び修理時の誤り
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を防止する能力に関係している。したがって，ユーザビリティがシステムを運用する利用者に関

係する場合，それは設計属性となる。 

定量的属性は次を含む。 

－ 有効な保全ターンアラウンド時間 

－ 欠品のリスクの最適化（5.4 参照） 

－ 待ち時間の最適化 

－ 所有コスト 

施設が複数種のアイテムを扱う場合には，次を考慮する。 

－ 共通性の領域：ナット，ボルト，ねじ，座金，油類，グリース，燃料，ジグ，ツール，リフト，試験

装置など，システム及び作業が行われる施設に共通して適用可能なアイテム 

－ 専用装置（支援対象アイテム専用に設計・製造された装置。10.4.2 参照）ではなく，一般に入手可能な

支援装置の使用。これが不可能な場合は，代替手段として組込み試験装置（BITE）の使用を考慮する

ことが望ましい（10.4.8 参照）。 

5.4 支援性の尺度 

支援性は通常，時間区間として測定される。必要な資源が利用できない場合，遅延が発生し，この遅延

が測定対象となる。この遅延時間（補給遅延時間と呼ばれることもある。）を時間を通して集計することで，

平均遅延時間を算出することが可能である。特定の作業に必要な各資源は，それぞれに遅延を引き起こす

可能性がある。例えば，作業開始に必要な人的資源が利用できない場合，予備品が未入手の場合，専用機

器（STE）が誤った場所に配置されている場合，保全手順が未整備の場合，又は環境条件が不適切な場合

などである。これらが複合的に起きる場合を含め，これらが全体として引き起こす全体的な支援遅延時間

が，特定の活動にその遅延として割り当てられる。各資源に起因する個々の遅延時間を単純に加算するこ

とは適切ではない。なぜならば，これらの時間は重複する可能性があるためである（附属書 D も参照）。

各活動の全体的な支援遅延時間を全活動にわたって集計することで，平均遅延時間を算出する。資源ごと

の，全体的にその資源に要する時間も重要であり，通常は受容できる変動範囲内にあることを確認するた

めに測定される。これは，複数のシステムの保全作業を集中管理する場合に重要な特徴となり得る。ある

システムへの支援が，他システムへの作業のおこす全体の資源の利用可能性低下によって，遅延されるこ

とがあるためである。 

予備品調達おける欠品のリスク（要求時に予備アイテムが即座に利用可能でない確率）も指定すること

が可能である。また，予備品の交換率及び予備品の欠品確率から算出される平均待ち時間を定義すること

もある。詳細は IEC 62550 に示されている。 

平均管理遅延時間を指定することもできるが，これは通常，支援性とは直接関係しない。管理遅延時間

とは，支援作業が必要となってから支援部門に通知されるまでの所要時間を指す。これは重大な遅延であ

る可能性があり，近年は可能な限り自動化システムを導入し，管理遅延時間の最小化を図る傾向にある。 

支援遅延時間及びその他の関連する時間の例については，附属書 D に示されている。 

支援性が考慮すべきもう一つの尺度として，コストが挙げられる。通常，類似製品における支援活動コ

ストなどの知見が事前にない限り，設計段階において支援コストは具体的に扱える尺度ではない。その代

わりに，ここでのコストの考慮とは，支援活動のアセスメントを通じてコストの低減を図ることを指す。

例えば，非熟練者でも実施できるように活動を調整することは，活動コストを低減するとともに，資格の
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ある要員を利用できないというリスクの低減にもつながる。 

コスト及び遅延時間の両方の尺度での指標を，いかなる問題も確実に対処され解決されるように監視す

ることが望ましい。支援活動の簡素化及び問題の除去は，対象アイテムのレジリエンスを向上させる。予

期しない遅延は，製品に対する利害関係者の確信にも影響する可能性がある。上記の定量的尺度に加え，

定性的尺度を指定することも可能である。例えば，訓練プログラムの準備及び文書化，並びに利用段階に

おけるデータ収集及び分析の方法の定性的評価などが挙げられる。 

その他の，組織のコストセンター及びプロフィットセンターに関連する尺度も重要な要因であるが，こ

の規格の適用範囲には含まれない。 

6 支援性及び支援プログラム 

6.1 一般 

支援性及び支援プログラムは， 初期の概念段階からつづく全てのライフサイクル段階（有効な廃止を含

む。）で，支援性及び支援に関する全ての側面が考慮されることを確実にすることが望ましい。また，陳腐

化対応に必要な変更などの改善をアイテムのライフサイクル全体を通じて可能にするように，柔軟なアプ

ローチがとられることを確実にすることも望ましい。 

このプログラムは，供給者（設計者及び製造業者）の目的に依存する。供給者はこれらの目的が総合信

頼性要求事項に基づいて確立されたことを受け入れている供給者である。想定されるシナリオには多様な

ものがあり，次の三つの事例は，これらのシナリオが支援性及び支援プログラムに影響を与える例である。 

－ 事例 1 支援活動の総コストの最適化が求められる場合。アイテムは市場において十分に競争力があ

り，サービス及び修理のコストは利益を生むものである必要がある。 

－ 事例 2 運用コストの最適化が求められる場合。これは，信頼性，保全性及び支援性のバランスを取

ることを含む。保証条項があるために，修理を最小限かつ低コストにする必要もあろう。ただし，整

備コストは必ずしも含まれない。 

－ 事例 3 利用段階（及び廃止段階）における総システムコスト（運用コスト及び収益を含む。）の最適

化が求められる場合。そのアイテムからの収益の減少が重大な影響をもつようなアイテム，特に罰則

条項を含む契約が関わるアイテムは，支援性及び支援プログラムの設計において慎重な検討を必要と

する。例えば，鉄道システムにおいて，定められた時刻表を遵守できなかった場合に違約金が発生す

るようなケースでは，支援性の確保が運用上の収益減少回避に直結するため，特に留意する必要があ

る。 

支援性及び支援プログラムは，実施が意図されている支援の形態にも左右される。次の四つの例を考慮

することが望ましい。 

－ 利用者が保全を含む全ての支援活動を実施する。 

－ 利用者は，必要なときに必要に応じて支援活動（保全を含む。）を外部委託する。交換部品は，元の製

造業者から提供されることも，第三者から提供されることもある。 

－ 利用者は，長期契約として支援活動（保全を含む。）を外部委託する。交換部品は，元の製造業者から

提供されることも，第三者から提供されることもある。 

－ 供給者がアイテムをサービスとして提供し，全ての支援活動を実施する。この形態は，通常，ソフト

ウェア及び一部のサービス契約に適用される。 
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6.2 及び 6.3 で規定される支援性及び支援プログラムは，起こり得る全ての状況に対応するものである

が，特定のシナリオに合わせてテーラリングする必要がある。 

全体として，こうしたプログラムの成果は，システムの有効性とライフサイクル全体のコストとの間で，

次の目標にかな（適）うバランスが取れていることであることが望ましい。 

－ 信頼性，保全性及び支援性の間でトレードオフを行うことによって，アイテムのアベイラビリティ又

は信頼性とライフサイクルコストとの間の望ましいバランスを達成する。 

－ 破壊的事象に対するレジリエンスを確保する。 

－ サプライチェーンリスク及び資源リスクなどの，進行し続けるリスクを解決し続ける。 

－ 支援性仕様に従って，支援の迅速性，品質及びコストについて期待される成果に，合意された水準の

アシュアランスを提供する。 

6.2 プロジェクトマネジメント 

計画的かつ体系的な方法によって受容可能な支援性を達成するために， 支援性及び支援プログラムは，

信頼性，保全性及び保全の各プログラムと併せて，プロジェクトの設計，移行及び運用プロセス全体に統

合することが望ましい。どんなプロジェクトにおいても，そのようなプログラムには次の六つの基本的な

責任が含まれる。 

－ 支援性に関する責任を，適切に資格のある，経験をもつ者に割り当てる。 

－ 支援性に関する一連のタスクを実施可能とするために，分析ツールを含む十分な資源を提供する。 

－ 内部及び外部の利害関係者との円滑なコミュニケーションを維持する。 

－ プログラムを，対象アイテムの開発又は改善の全体に統合する。 

－ プログラムに関与する供給者に対する管理を確立する。 

－ 継続的改善を支援する。 

そのような支援性プログラムは，少なくとも次の要素を含むことが望ましい。 

－ プログラムの効果的かつ効率的な実施を確保するための，マネジメント活動，組織活動及びレビュー

活動 

－ 一連の実施すべき支援性タスク 

－ 対象アイテムの使用期間中に継続的改善の取組を適用可能とする，移行及び運用の取決め 

6.3 計画及び制約事項 

支援性プログラムは，関連する条件，要求事項及び複雑さを適切に考慮しながら，対象アイテム又はプ

ロジェクト，及びその使用状況に合わせて適切にテーラリングすることが望ましい。この 6.3 に記載する

全面的な支援性プログラムの適用対象となるのは，概念段階から製造段階まで開発される大規模かつ複雑

なアイテムに限られることになる。複雑さの低いアイテム又は既存設計の応用に対しては，この全面的な

支援性プログラムのうち該当する部分を選択することによって，より簡易なプログラムを構成することが

可能である。 

アイテムのライフサイクルのいずれの段階においても，効果的な支援性プログラムの計画策定には，支

援性の原則，方法及び技法に関する知識が必要である。また，組織構造に対する理解も必要である。計画

策定に当たっては，次の事項を考慮することが望ましい。 

－ 意図する使用方法，ライフプロファイル及び有用寿命 
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－ 関連する各種のコスト要因 

－ 支援性及び支援活動を効率的かつ効果的に取り込めるようにする，組織構造の整合化 

－ 利害関係者の期待 

効果的な結果を得るためには，支援性活動は，個別に管理するよりも他の設計・開発活動と統合して実

施することが望ましい。 

支援性に関する検討は，アイテムの寿命，信頼性，安全性及びアベイラビリティなどの要求事項に加え，

市場状況に応じた財務的な要因に依存する。例えば，航空システム及び原子力発電所では，高度な安全性

及び信頼性が求められ，それが保全，運用及び支援に関する要求事項の策定を主導する。一方，他のアイ

テムでは，運用コストに関連する支援資源のコストが主導要因となり，要求される支援性の程度を決定す

ることがある。 

支援性及び支援計画に関する活動の例を，次に示す。 

－ 支援性の範囲，責任及び，必要に応じて，利害関係者とのインタフェースを決定する。 

－ 支援を必要とする活動を識別する。 

－ 各活動に対して必要な支援資源を特定する。 

－ 要求事項及び制約を考慮し，包装，取扱い，保管及び輸送に関する，コスト及び時間を組み込む。 

－ コスト，遅延時間及び潜在的なリスク又はエラーを低減するレビュープロセスを確立する。 

－ 信頼性，保全性，保全，アベイラビリティ及びライフサイクルコストに関するトレードオフ検討への

入力を提供する（これらの入力は，持続可能性及びレジリエンスの観点を扱うことが望ましい。）。 

－ 利用が計画されているアイテムの総数を考慮して，全ての資源を一元管理の下に集約する。 

－ アイテムごとの資源の共通性を確立し，さらに全アイテム間の資源共通性を確立する。 

－ 提案された施設内での資源の共通性を確立する。 

アイテムが利用されるに伴い，支援性及び支援活動には次の事項を含めることが望ましい。 

－ 支援活動に影響する外部の問題を特定し，支援組織内で改善を実施する（実際に利用されるアイテム

数が予測値より多い，又は少ない場合など）。 

－ 潜在的な内部の問題を特定し，解決する（現在の供給者が継続不可能となったため，代替供給者が必

要となる場合など）。 

－ コスト及び遅延の削減につながる改善点を特定する（技術の進歩によって，複数の試験装置を一つに

統合できる場合など）。 

全ての支援性プログラムは，それが置かれた状況に応じてテーラリングされることが望ましい。この状

況に応じたテーラリングは，支援性及び保全性プログラムの策定時に，次の要因の考慮を必要とする可能

性がある。 

－ 支援性要求事項 指定されたアベイラビリティ性能を提供するために要求される，運用及び保全の支

援性の水準。 

－ 複雑さ アイテムの複雑さは，支援設備の複雑さを決定する。例えば，アクセス困難な場所に設置さ

れたアイテムが高いレベルの診断機能をもつ場合，組込み試験装置（BITE）への高度なアクセス性及

び高技能の作業者の確保が必要となる。 

－ 成熟度 広く使用されている OTS などの成熟したアイテムは，属性の分かっている確立された支援体

制を備えていることが多く，支援性分析の負荷を軽減することが可能である。一方，成熟度の低いア
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イテムについては，実績のない技術の範囲及び設計に照らして適切な手順の策定を考慮することが望

ましい。 

－ 致命度（クリティカリティ） 支援の致命度は，関連する運用及び保全作業の致命度に基づいて導出

するのが望ましい。例えば，安全性が主要な懸念事項である場合，保全は決定的に重要（致命的）と

みなされる。原子力発電所及び航空機は，安全性が決定的に重要な対象の代表例である。また，運用

上の問題及び経済的な問題も決定的に重要となる場合がある。例えば，処理・製造プラントの故障及

び，水道，下水道，ガス及び電力供給といった重要なサービスの途絶などが該当する。 

－ 技術的制約 保全支援の要求事項に，より複雑なアクセス性要求事項又は関連支援資源（情報システ

ム，専用施設及びプラント並びに高度な技能をもつ人員など）が関わる場合には，より高い支援性が

求められる。 

－ プログラムの制約 厳しいスケジュール又は予算の制限は，望む総合信頼性の水準達成に必要な，ア

イテム設計及び組織構造における自由度を制限する可能性がある。このような場合には，追加の支援

資源又は組織文化及びリーダーシップの改善が，総合信頼性要求事項を満たすために必要となること

がある。 

－ アイテムの運用条件 アイテムの運用条件は，往々にして支援体制の確立における意思決定を主導す

る。例えば，広範囲に分散した無人運用のアイテムの場合，支援能力の設置場所選定が決定的に重要

となる（例えば，人員が夜間滞在できない無人の砂漠地帯に敷設された 500 km の複線鉄道）。 

－ 保管及び輸送 要求される支援の種類並びに，特定の保管，取扱い及び輸送に関する特別な要件によ

って生じる制約は，支援遅延時間に悪影響を及ぼす可能性がある。 

－ 顧客に関連する要因 顧客が予備品の現地保管及び保全計画を通じて，要求される運用及び保全を支

援する能力は，支援提供の適時性及びコストに影響する可能性がある。 

－ 供給者に関連する要因 供給者の運用及び保全に関する経験並びに供給者が予備品又は専門要員へ

のアクセスを提供する度合いは，保全作業の実施場所を左右し，結果として支援の容易さに影響する

ことが多い。 

－ 認可された既知の予備品供給源の利用及び要員に必要な力量 これらの要素は，支援の適時性及びコ

ストに悪影響を及ぼす可能性がある。 

－ 環境への排出 アイテムの運用及び保全に必要な支援は，保全の実施遅延又は所要の支援品質の未達

が生じた場合でも，利害関係者又は外部規制によって定められた排出限度が引き続き満たされること

を確実にすることが望ましい。 

－ ライフサイクル段階 多くの場合，保全に関する知識の質はアイテムの設計及び支援組織が成熟する

につれて変化する。供給組織の有効性と併せて，実際に必要とされる支援を早期に特定するための能

動的なプログラムを整備しておくことが望ましい。 

7 ライフサイクル全体にわたる支援性及び支援のマネジメント 

7.1 一般 

JIS C 60300-1 は，概念から廃止及びリユースに至るまでのアイテムのライフサイクルプロセスについて

説明している。ライフサイクルコストは，望ましい運用及び保全ソリューション達成に必要な支援要求に

大きく影響される。継続的な支援コストと運用能力及び関連するリスクの影響可能性との間のバランスを，

ライフサイクルの合意された各段階において考慮することが望ましい。これらについて考慮することは，

要求される支援性及び支援の目標並びにそれらに関連する全ライフコストを達成するために必要である。 
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利害関係者は，ライフサイクルの各段階において確認することが望ましい。全てのライフサイクル段階

において一貫しているとは限らないためである。支援性及び関連する支援の成果が各ライフサイクル段階

で果たす役割については，7.2 から 7.6 において論じる。 

7.2 概念段階 

7.2.1 初期の考慮事項 

支援性及び支援は，ライフサイクルの最も初期の段階で考慮することが望ましい。この段階で下される

決定は，後続のライフサイクル段階における支援の有効性を高めることも，制限することもある。次の事

項について考慮することが望ましい。 

－ 提案されたアイテム有用寿命及び使用予定数量 

－ 支援活動を行う場所，及び既存施設を活用するか施設を新設するかの選択 

－ アイテムが使用される場所 

－ 支援活動に影響する可能性のある環境条件 

7.2.2 修復の方策 

7.2.2.1 一般 

システムは，サブシステム，ユニット，モジュール，構成品などの一連の階層レベルから構成されるも

のと考えられる。通常，修復対象の階層が下がるにつれて，次の三つの修復の方策が考慮される。 

－ 現場で修理する。 

－ 部品交換で取り外し，外部で修理する。 

－ 部品交換で取り外し，廃棄する。 

最適な方策を決めるために，各方策に係るコストは，潜在的な収益減と併せた上で比較することが望ま

しい。選定される方策は，必要とされる支援の種類に影響されるとともに, 支援を要するシステムの数量，

システムを支援する予定の期間，及びどの程度その期間が保証でカバーされているかも考慮に入れる。バ

ランスの取れた解決策を導き出すために，信頼性，保全性及び保全活動は，通常，支援と併せて考慮され

る。 

これらの修復の方策は設計及び開発段階でさらに拡張され，保全活動の実施場所が確定する［内容・場

所に応じて複数の段階（階層）に区分されたこうした方策は，階層的整備における整備段階，又は多層保

全における保全レベルということもある。］。組織内において，特定の保全レベルを実施する保全場所（現

場，修理倉庫，製造業者施設など）は，関与する要員の技能及び訓練に依存する。 

上記の修復の方策は，運用支援にも適用可能である。前述のとおり，休息を要する乗務員は，航空機の

遊休による収益減が代替乗務員の一定期間の雇用コストを上回ると判断されれば，代替乗務員と交代にな

る。 

7.2.2.2 方策 1：現場で修理する 

この方策は，修理可能な部品を取り外し，故障箇所を特定して現地で修理を行うために必要な試験装置

が備わっていることを前提とする。コストには，保管されている修理用の下位部品又は構成品に加え，追

加の試験装置及びツール並びに修理施設（例えば，クリーンルーム）が含まれる可能性がある。また，保

全時間（IEC 60300-3-10 参照）自体だけでなく，故障した部品の交換部品が保管場所から届くまでの待ち
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時間による遅延（次の方策 2 参照）も考慮する必要がある。 

ソフトウェアは修理アイテムとみなすことができるが，ソフトウェア活動は通常，保守に含まれ，支援

の範囲外である。ただし，ソフトウェアの修理を可能にする資源及びそれらの資源の保全は，通常，支援

に含まれる。それらの資源の例としては，コンピューター，ルーター，サーバー，データリポジトリ及び

それらの相互接続，セキュリティ制御を組み込んだソフトウェア運用プラットフォーム，コンフィギュレ

ーション管理プロセス（ソフトウェアのチェックイン及びチェックアウトを含む。），関連施設，データバ

ンク，サーバー，遠隔バックアップ用のソフトウェア及び施設，並びにアイテムのソフトウェアをアップ

ロードするための資源が挙げられる。 

7.2.2.3 方策 2：部品交換で取り外し，外部で修理する 

この方策のコストには，外部での修理コストに加え，修理可能な部品を交換するコストが含まれる。通

常，交換部品は完全に機能するものとみなされ，組立後のシステムに対して最終試験が実施される。再利

用可能になった修理済み部品を待つ遅延が生じるが，予備品を在庫しておくことでこの遅延時間の短縮が

可能である。修理を実施するためには， 部品の修理自体及び完了時の適合性証明試験のコストだけでな

く，修理のために部品を外部に送付する際の輸送，取扱い及びこん（梱）包に係るコストを考慮する必要

がある。 

7.2.2.4 方策 3：部品交換で取り外し，廃止する 

故障部品の修理は新品部品の購入よりも低コストであると思われるが，保管，輸送などの支援コストが

その利点を上回る場合がある。通常，一定の上限コストが設定され，それより低コストな部品は廃止され

る。極端な例は，システム全体を廃止する場合である（電子腕時計など）。この場合，購入コストは保証期

間中に想定した交換及び輸送のコストを結果的に含むと考えられるが，保全，保全設備，試験及び交換部

品の保管のコストは廃止によって回避される。 

修理回数に上限のある部品もあり，上限に達すれば新品の交換部品が提供される。 

修理不能な部品の廃止に当たっては，環境，セキュリティ，産業上の知的財産権，及び有用な材料の回

収を考慮することが望ましい。 

7.2.3 支援の種類 

支援は，アイテムの供給者，利用者，利害関係者，第三者，又はそれらの組合せのいずれによっても提

供される可能性がある。修復が必要な部品が OTS アイテムである場合，OTS 供給者が修理，交換又は廃止

のうちで望ましい方策の決定に関与する。同様に，システムの設計が他組織の設計したアイテムを含み，

その結果， 特に財産権が関係する場合に，修理，交換又は廃止の方策が下請業者に依存することがある。

第三者を利用する場合には，提供されるサービスの品質を確保するために，適切な訓練が必要となる。 

特定のケースでは，最終利用者及び運用者が支援活動の計画策定及び具体化の責任を負うことがあり，

これらは運用及び保全の初期段階で行われる。このような状況は，OTS アイテムが選定され，製造工場又

は石油化学プラントなどの大規模システムに組み込まれる場合にしばしば発生する。OTS アイテムの製造

業者は通常，推奨される支援活動及び必要な資源を指定するが，利用者は，システムに意図するライフプ

ロファイルを，各 OTS アイテムに指定されたライフプロファイルとの関係において考慮することが望まし

い。 

7.2.4 支援データリポジトリの構築 
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概念段階において，必要な支援情報を詳細に記録するためのデータリポジトリを構築することが望まし

い。 

支援情報は通常，システムの部品又はサブアセンブリに関連付けられており，設計変更は，設計構造及

び全ての設計変更を管理するコンフィギュレーション管理データリポジトリと連携して，この支援データ

リポジトリに反映される。支援データリポジトリに含まれる情報の詳細度は，システムの複雑さ，対象ア

イテムに関する知識（新規アイテムは既存の OTS アイテムより多くの情報を必要とする場合がある。），及

び支援内容の異なる複数の施設があるのかどうかに依存する。 

支援データリポジトリの目的は，次の 2 点である。 

－ 支援性向上を開始できるように，十分な情報を確立する。 

－ 資料として発行することになる全ての技術情報を提供する［図解部品カタログ（IPC），運用マニュア

ル，保全マニュアル，訓練マニュアル，特殊装置，ジグ，ツール，試験装置などの関連品目のマニュ

アルなどに掲載するような情報］。 

支援データリポジトリの詳細については，IEC 60300-3-12 及び IEC 62550 参照。 

7.2.5 支援性分析 

概念段階において，必要とされる支援を概算するために，信頼性及び保全性の尺度での指標を見積り，

支援コストが高額と見込まれる領域及び全体コストの低減を図るために代替的な方策を採用できる領域を

特定する。この分析の結果，収益減の低減及び支援コストの削減のために，信頼性と保全性との間のバラ

ンスを変更することもある。支援性分析を実施する際に考慮することが望ましい要因は多数存在する。そ

の一部の例を附属書 B に示す。 

7.3 開発段階 

開発段階では，支援性及び支援活動は，システム全体の開発と連携して，修正・開発・精緻化される。

概念段階で開始した支援性分析を継続するために，信頼性ブロック図，保全性ブロック図，故障の木解析，

故障モード・影響及び致命度解析（FMECA），信頼性中心保全（RCM），修理レベル分析（LORA）などの

技法が用いられる。 

トレードオフを行い，支援性を調整することで，性能，信頼性，保全性，試験性，安全性，ライフサイ

クルコスト及び収益を最適化することが可能である。技術的に可能又は経済的に実行可能である場合には，

保全の必要性を排除することが望ましい場合もある。保全とそれに伴う保全支援との間には密接な関係が

ある。保全の種類及びそれが支援に与える影響についての詳細は，附属書 A に示す。 

この段階で，運用及び保全活動が確定し，支援に関する次の意思決定を行えるようになる。 

－ 保全要員を自組織で提供するか，外部から調達するかの判断 

－ オペレーター支援活動及びそれに関連する支援資源の特定 

－ オペレーター及び保全活動に必要な予備品，資材，消耗品の提供者（在庫，現地調達，外部供給など） 

－ 特殊工具，輸送手段，こん（梱）包，揚重，試験装置，共通工具の調達先 

－ 調達する状態監視機器及び支援用ソフトウェア 

－ 保全及びオペレーター支援実施のために提供される，保全用，管理用，技術用及び関連情報システム

用の施設 

－ 文書類を含め支援機器をその機能が遂行できる状態に維持するための，支援機器の保全（対象アイテ
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ムの保全とは異なる。） 

－ 教育訓練に関する文書類，教材，機器は，運用及び保全の前に訓練を実施する時点で特定・提供する

ことが望ましい。この訓練は実現段階中も，さらに利用段階に入っても，必要に応じて継続される。 

－ オペレーター及び保全支援を可能にするために必要な文書類の準備（図解部品カタログ，オペレータ

ーマニュアル，保全マニュアル，ハンドブックなど） 

注記 オペレーターには，運転操作者，サービスマン（修理員），キーオペレーターなどの協力者・関係

者が含まれる。 

開発段階では，運用及び保全に必要な支援に対するリスクを識別し，理解することが望ましい。例とし

て，サプライチェーンに関するリスク，要員及びその他の資源に影響するリスクが挙げられる。陳腐化に

関連するリスクも考慮することが望ましい（IEC 62402 参照）。受容できないと判断されるリスクを低減す

るか発生し得る結果を緩和する計画を整備しておくことが望ましい。 

関係者と協議を行い，彼らの支援ニーズを理解し，文書化することが望ましい。システム開発では，特

注設計ではなく OTS アイテムを適用する傾向が強まっている。このアプローチは，アイテムのライフサイ

クルにおいて必要となる保全及び支援関連の情報又はサービスの提供に関して，供給者又は他の支援組織

への依存度を高める。OTS アイテムを統合するこのシナリオは，IEC 60300-3-12 に記載されているような

統合支援アプローチを必要とする。基本的な支援計画は元の供給者が提供するが，設計・構築組織は，OTS
アイテムの使用及び最終システム設計への統合がもたらす影響を十分に考慮することが望ましい。 

7.4 実現段階 

ここまでの支援性及び支援分析（附属書 B 参照）は，支援の見積りを提供する。この段階では，特にア

イテムの生産数量及び時間当たり納入数量について，最終的な見積りを検証する。利用者又は購入者は，

支援を自ら提供する，又は供給者による支援に依存せず外部委託を計画する場合には，適切な契約が締結

されていること，及び全ての必要な情報（図解部品カタログなど）が確実に引き渡されていることを確認

することが望ましい。 

利用段階の開始時点で支援に必要な資源が全ていつでも利用可能になっているように，システムの製造，

導入設置及び試運転の過程で必要な資源を準備しておくことが望ましい。必要な施設，複雑な支援機器及

び特殊な保管要件の立上げに要する追加時間も考慮することが望ましい。多くのシステムをバッチ方式で

納入する予定の製造では，理想的には，必要な支援資源の増加分が，次回納入に先立って提供されること

が望ましい。 

製造，組立及び導入設置のプロセスに関与する要員は，遭遇するあらゆる問題を記録し，その問題が支

援活動に影響し得るかどうかを支援要員が判断できるようにすることが望ましい。例としては，検査時に

予想以上の故障を検知した場合及び，組立手順に不明確な点がある場合などが挙げられる。長期にわたり

納入される大量のアイテムを扱う場合，模倣品及び陳腐化品に留意することも重要な考慮事項である。 

システムの導入設置及びコミッショニングが長期にわたる場合には，支援活動が必要となる可能性があ

る。これは，支援性分析に対する確信を高めるための支援活動を検証する機会と捉えることが望ましい。 

7.5 利用段階 

この段階では，顧客満足が鍵となる。利用者又は購入者が特定した支援上の課題を解決することによっ

て，アイテムに対する信頼が得られ，追加調達につながり得る。さらに，同じ供給者が将来製造する製品

に対して顧客のもつ確信にもつながる可能性がある。 
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支援性分析はこの段階でも継続され，データの収集，弱点及び改善点の特定，変更を導入した箇所の結

果の監視が行われる。運用及び保全の過程では，必要な支援資源が様々な理由によって変化する。 

－ 製造業者が一定期間だけ支援を提供することに合意していることがある。 

－ 当初のライフプロファイル若しくは顧客ニーズ，又はその両方が変化し，それが必要資源量に影響す

ることがある。 

－ 支援組織が，品質又はコストの理由によって変更を導入したいと考える。 

－ ツール及び状態監視技術の進展によって，品質及びコストが改善される可能性がある。 

－ 改善又は変更の導入が，支援資源に影響する可能性がある。 

－ 顧客が技術的により高度なシステムを調達する場合，つまり，既存システムが陳腐化しつつある場合

などには，利用中システムの数量が変化する。 

－ サプライチェーンリスクなどのリスクは，増減・変化する。 

－ 支援活動に影響し得る，アイテムの機能向上が実施される可能性がある。 

7.6 廃止又はリユース 

利用段階全体を通して，支援活動は，再利用できなくなった予備品及びアイテムの廃止に関与すること

がある。そのため，支援活動は，システム内の各種アイテムを持続可能な方法で廃止するためのプロセス

をあらかじめ確立しておくことが望ましい。 

システム全体の交換又は廃止を決定する際には，少なくとも次の基準を考慮することが望ましい。 

－ 明示された条件下で，指定された期間にわたり，意図された機能を果たす能力（信頼性） 

－ 保全の容易さ（保全性） 

－ 適切な技能をもつ作業者の確保及び予備品陳腐化への対処を含む，保全支援活動のアベイラビリティ

及び能力（保全支援） 

－ システムの交換の方が継続的な修理よりも費用対効果が高い場合の経済的なコスト（経済的コスト） 

－ 技術の進展に伴うシステムの陳腐化 

8 アシュアランス 

8.1 アシュアランスの目的 

支援性及び支援のアシュアランスは，支援性に関する合意された定性的・定量的要求事項が満たされて

おり，将来に渡っても満たされ続けることのアシュアランスを，関係する全ての利害関係者に提供するこ

とを意図している。アシュアランスの目標は，支援性及び支援プログラム全体にわたる一般的なものであ

る場合もあれば，ライフサイクル段階又は物理的境界の範囲内で特定の要求事項を対象とするものである

場合もある。 

8.2 アシュアランスの方法 

8.2.1 検証 

正式なシステムエンジニアリングプロセスでは，仕様が達成されていることの検証と，最終成果物たる

アイテムが利用者要求及びニーズを実環境において満足していることの妥当性確認が求められる。支援性

の検証は，プロジェクトの進展でデータが入手可能となるにつれて支援関連データを生成・収集・分析・
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評価し，その結果を指定された支援性要求事項と照合する継続的なプロセスである。 

支援性検証の方法は，プログラムの段階によって異なる。多くの場合，修理のターンアラウンド時間又

は交換率に関しては推定値が収集されるが，その他の要因は通常は予測値である。例えば，運用中のアイ

テム数，必要な支援要員数，支援機器のアベイラビリティなどが挙げられる。通常，これらの要因にはリ

スクマージンが含まれており，支援組織の能力は過去の経験に基づいて予測される。実際に測定が行われ

るのは，利用段階に入ってからである。 

検証の多くは，全ての要因が考慮されていることを示すためにデータを収集することに基づいて実施さ

れる。例えば，次のような事項が挙げられる。 

－ 任意の時点での稼働アイテム数に基づき，訓練が必要な支援要員の数及び訓練がなされるべき頻度を

見積もることが可能である。通常，リスクマージンが組み込まれており，これによって必要な施設・

設備，訓練を実施するスタッフ，及び当該活動に要するコストを見積もることが可能である。活動開

始の時期を決定するには過去の経験が必要であり，訓練にスタッフの追加が関わる場合には，特定技

能の採用に関する知識も必要となる。訓練用機器に対象システム又はそのシミュレーションが関わる

場合には，そのための期間及びコストも考慮することが望ましい。 

－ 予備品の保管は，システムごとに必要と見積もられる予備品数及び提案される運用予定システム数に

依存する。必要な予備品数の見積もりは，修理のターンアラウンド時間，交換率，システム内の交換

され得る全てのアイテムに適用される予備品欠品リスクに基づく。保管容積（補完すべき全予備品の

容積の合計）及び保管条件の変動も見積もることが望ましい。これによって，必要な保管施設，在庫

を維持する要員，及び関連するコストを見積もることが可能である。運用システム数の増加に備えて，

保管施設についてある程度の柔軟性をもつ必要があることがある。 

－ 非機能属性 3)に関連するリスクも考慮することが望ましく，さらにそれらがどのように対処されたか

を示す証拠を収集することが望ましい。例としては，アイテム自体及びそのデータに影響するセキュ

リティリスク，陳腐化のリスク，サプライチェーンに関するリスクなどが挙げられる。 

注 3) 非機能属性は，“何をするか”に関する機能要求事項とは別の，“どのようにするか”（どの

ように機能を開発・保守・遂行するかなど）に関する非機能要求事項の指定に関係する属性

である。 

製造工程において識別されたアイテムの故障は，図解部品カタログにおける交換プロセスの検証及び妥

当性確認に活用されることが望ましい。加えて，次のような他の手法もアシュアランスの提供に寄与する。 

－ 品質管理組織における品質プロセス：成果が説明可能な手法によって達成され，かつ再現可能である

ことのアシュアランスを利害関係者に提供する。 

－ 要員の技能のモニタリング及び定期的レビュー：技能が維持され，従事する業務に対して適切である

ようにする。 

－ 関与する第三者のマネジメント：第三者の責任範囲が明確になっており，インタフェース，データ交

換方法及び報告方法が十分に文書化されていることが望ましい。 

8.2.2 総合信頼性ケース 

総合信頼性ケース（IEC 62741 参照）は，総合信頼性要求事項の達成に関する不確かさを漸進的に低減

することを目的として，経時的に増大する一式の証拠を提供する。 

支援性及び支援活動の結果，並びに利用者からのフィードバックなどの追加的な証拠は，証拠フレーム

ワークに収集して，アシュアランス議論の構築に用いることが可能である。 
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ライフサイクル中に状況又は支援性及び支援の要求事項が変化するにつれて，総合信頼性ケースはレビ

ューを必要とする。これは，変化が既存の証拠にどのように影響するか，及び，アシュアランス主張の維

持にどのような追加証拠が求められるかを決定するためのレビューである。 

9 支援性及び支援情報 

9.1 データ収集 

データは，できるだけ発生源において，支援分析で使われる本来の形式に従い収集するのが望ましい（作

業指示書，欠陥管理，故障報告及び是正処置システムなどの関連情報システムにおけるドロップダウンメ

ニュー及びダイアログボックスを使用するなど）。こうしたメニュー駆動型のデータ収集方式には，次の利

点がある。 

－ 選択肢をあらかじめ定めておいた可能性の高い選択肢に絞り込む（ただし，予期しない支援事象が発

生した場合には不利となる可能性がある。）。 

－ 応答の一貫性を確保する。 

－ データ収集プロセスを迅速化する。 

－ 入力ミス又はスペルミスによる誤りを排除する。 

支援性及び支援に関する情報量は膨大であるため，他のコンピューター化されたデータシステムと相互

通信可能な情報システムに格納する必要がある（IEC 60300-3-12：Integrated logistic support 参照）。 

アイテムを廃止する際には，ライフサイクル全体における支援性及び支援性能の理解を深めるべく，全

寿命にわたるデータを集約し分析することがある。この情報は，将来のアイテムの開発，実現及び利用の

各段階の改善に活用可能である。 

設計段階での支援性検討から得られる情報は，次の三つのカテゴリに分類される。 

－ 機能コンフィギュレーション：仕様書などの成果物又は情報項目によって表される，アイテムの機能

上の能力を定義する情報 

－ 物理コンフィギュレーション：図面，計画書などの成果物によって表される，設計上の具体的な解決

策を示す情報 

－ 支援情報（派生情報）：物理コンフィギュレーションがその機能要求を持続的に満たすことを確実にす

るために必要な支援を表す情報 

9.2 コンフィギュレーションマネジメント 

概念段階及び設計段階では，図面の体系の構造を構成し，マスター記録索引（技術ファイル，製品標準

書）を確立する。各索引品目（アイテム）には，特定の品目を製造するために必要な全ての図面及び関連

指示書の完全な一覧が含まれる。設計への変更は，特定の索引品目に直接関連付けられる。設計が完了す

ると，これらの索引品目が，交換の対象として考えられる交換可能アイテムとなる。変更が複数の索引品

目にまたがる場合，通常はそれぞれに対する変更が必要となる。さらに，それらの変更が相互に影響する

場合は，変更された複数品目が属する上位の索引品目においても変更が識別される。このようにして，あ

るマスター記録索引にひも（紐）付けられた特定のビルド［製品コンフィギュレーション，BOM（部品表）］

は，全ての図面及び関連指示書の版数の状態を正確に定義する。支援性及び保全性は，理想的な交換可能

部品の定義に関与する属性であり，したがって総合信頼性の要求事項を満たすためにマスター記録索引の

構造に大きな影響を与える可能性がある。 
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コンフィギュレーションとは，設計文書に記述された品目（アイテム）の機能的及び物理的属性に関す

る正確な工学的記述である。これには，アイテムの継続的な支援に必要な運用情報及び“派生情報”も含ま

れる。アイテムについて承認されたコンフィギュレーションは，承認されたベースラインに，それに対す

る全ての承認された変更を加えたものを表す。 

コンフィギュレーションベースライン文書は，要素であるコンフィギュレーション文書間のクロスマッ

ピングも含み，機能情報，物理情報，運用情報の間の関連性を示す。例として，機能要求事項を物理的コ

ンフィギュレーション品目にマッピングする割当ベースラインがある。 

アイテムの“現行コンフィギュレーション”とは，その時点における機能ベースライン，割当ベースライ

ン，及び物理ベースラインの実際の状態を示す。新規アイテムのコンフィギュレーションは，取得プロジ

ェクトの完了時に作成される“アズ・ビルト（as-bilt）”の記録によって確立され，物理的及び機能的コン

フィギュレーション監査によって検証される。既存アイテムのコンフィギュレーションは，必要に応じて

行う物理的な監査，及び設計図面・記録のレビューによって確立される。保全作業では，新しいシリアル

番号をもつ部品又はモジュールが導入されることが多いため，コンフィギュレーションリストは更新され

る。 

コンフィギュレーションマネジメントは，総合信頼性の本質的な要素であり，次を含むい幾つもの理由

から重要である。 

－ 承認されたコンフィギュレーションに関する正確な知識は，アイテムのインテグリティ及び目的適合

性に対する工学的統制を確立し維持するために不可欠である。 

－ 承認されたコンフィギュレーションは，アイテムの保全及び支援要件を決定する際の基礎となる。 

－ 変更のマネジメントは，現行コンフィギュレーションが承認された設計と整合するものであり続ける

ことを確実にするものであり，アイテムが要求される機能を安全かつ確実に実行できることをアシュ

アランスする手段を提供する。 

アイテム納入後のアイテムコンフィギュレーションのマネジメントは継続的なプロセスであり，アイテ

ムの寿命中に生じるエンジニアリング上の変更を段階的に識別し，追跡し，承認することを含む。これに

は，アイテムに対する支援措置が機能要求事項，物理的構造，現在の状態と整合するものであり続けるよ

うに，支援措置をレビューし更新することも含まれる。 

アイテムの機能コンフィギュレーション及び物理コンフィギュレーションに対する変更は，技術的側面

に関する技術責任者・機関（engineering authority）又は設計責任者・機関（design authority）による検討と，

ビジネス面に関するコンフィギュレーション統制委員会によるの検討とを統合することを含む，正式な変

更制御プロセスによってマネジメントされる。 

9.3 文書マネジメント 

支援データリポジトリに保持されるデータは，設計が概念段階から利用段階での変更に至るまで進展す

るに伴い，段階的に更新される。新たなデータの登録及び既存データの更新を統制するためには，適切な

変更制御メカニズムが必要である。設計が更新された場合でも，関連する全てのデータが同時に更新され

るわけではない。したがって，どの部分が更新済みであり，どの部分が今後更新される必要があるか，又

はどの部分は更新が不要であるかを認識することが重要である。例えば，コンフィギュレーションマネジ

メントデータリポジトリ中で設計が更新されてから，故障率が更新されるまでには時間を要することがあ

り，場合によっては故障率には変更がないこともある。 

アイテムに附属する文書の提供方法を決定する必要がある。提供形態には，紙媒体，ダウンロード可能
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な PDF フォーマット，さらには完全にインタラクティブな技術文書まで，様々な選択肢がある。 

また，（同種の）異なるデータを保持していながらそれぞれに取込形式が異なる複数の支援データリポジ

トリは，リポジトリ間のインタフェースが可能となるように，各データ要素に一意の識別子を付与して設

計することが重要である。これは，データの重複及びそれに起因する誤りを防止する。 

9.4 技術マニュアル 

9.4.1 一般 

ハードウェア，ソフトウェア及びサービスに関する技術マニュアル及び技術文書類には，運用者及び保

全担当者が業務を正確，安全，効率的かつ費用対効果の高い方法で遂行できるように，必要な情報及び手

順を含めることが望ましい。これらは，訓練が実際の使用時に提供される文書と同一の文書に基づくよう

に，訓練教材としても活用されることが望ましい。文書は文書利用者のニーズに適合するように設計し，

容易にアクセス及び参照できるように編成することが望ましい。 

供給者は，理想的には顧客が指定した言語で，文書利用者に理解できる文書を提供することが望ましい。

それが困難な場合でも，決定的に重要な指示及び安全に関する指示は現地言語で提供されることが望まし

い。その他の文書の翻訳については，費用対効果の観点から検討されることが望ましい。欧州航空宇宙産

業会（ASD）が定義した ASD-STE100［技術文書を簡潔で分かりやすく記述するための制限言語 Simplified 
Technical English（STE）規格］は，情報が明確であることを確実にする助けとなる。 

多くの場合，技術マニュアルは図解部品カタログを含み，システム内におけるアイテムの物理的な配置

と，支援性のために付与された一意の識別子との関連付けを提供する。データを編成する一般的な手法は，

分解順序に従った工学的な構成分解を提示し，全てのアセンブリ及びその構成部品に加え，アセンブリに

属さないその他の詳細部品を，設計図面及び部品表に基づいて識別する。これらのアイテムは一意の識別

子を用いて順序付けされる。この手法によって，同一のデータから図解部品カタログを作成することが可

能となる。工学的な構成分解は，顧客の保全計画に適合するレベルまで詳細化される。工学的な構成分解

に加えて，次の項目も記載されることがある。 

－ 原材料 

－ 消耗品 

－ 修理キット 

－ 部品の出荷及び保管 

次のような特定のアイテムは，図の末尾に記載することが求められる。 

－ 保管及び出荷用部品 

－ プログラムされていないデバイス及びデータキャリア 

－ マーキング［プラカード，デカール（転写シール）など］ 

－ 保管及び出荷用容器 

－ 修理キット 

－ 部品キット 

理解性及び視認性を高めるため，別の図中に明示する必要のある特定のアイテムもある。そのようなア

イテムの種類には，次が含まれることがある。 

－ 原材料 
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－ 消耗品（例えば，ねじ，ガスケット） 

－ 一般的な公差図 

－ 試験装置及びツール 

－ 修理キットの構成内訳 

複雑なシステムの技術マニュアルは，次のような事項を扱う一般的説明，適用される理論，及び手順も

含むことがある。 

－ 運用 

－ フォールト診断 

－ 修理 

－ 予防保全 

－ サービス 

－ 試験 

－ 回路図又は配線図 

－ ツール及び特殊な支援機器 

－ 設置に必要な施設情報（例：必要な電圧） 

－ 適用されるソフトウェアプログラムの記述 

保全文書類に文書化する内容の詳細度は，文書の利用者に許容されている保全活動の範囲に応じて調整

する必要がある。過度に詳細な記述は，かえって混乱を招き，保全要員及び支援機器の能力を超えた保全

作業を試みる原因となる可能性がある。 

文書作成の責任者は，文書の利用者指向の考えをもち，人員への配慮に造詣のあることが望ましい。文

書作成にあ当たっては，次の要因を考慮することが望ましい。 

－ 利用者の属性，要求事項及び文書形式 

－ アイテムの属性 

－ 使用環境条件 

－ 職務設計 

－ 教育・訓練設計 

－ 保全及び運用支援の水準 

文書類は，文書利用者に適するように，紙媒体のマニュアル，音声資料，映像資料などの物理的手段，

又はコンピューター媒体若しくはインターネットを用いた電子的手段で提供する。 

9.4.2 技術マニュアルの開発（作成） 

技術マニュアルの開発においては，次のような作業に重点を置くことが望ましい。 

－ 実施が困難な作業 

－ 頻繁に発生する作業 

－ 対象アイテムの能力，アベイラビリティ及び信頼性に影響する作業 

－ 安全性に影響する作業 

最も効果的な技術マニュアルの構成は，事例ごとに異なる場合もあるが，マニュアル利用者にとって最
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も自明な，直感的に理解しやすい構成である。実務上は，次のような観点から構成することが有効である。 

－ 自然な順序（作業の実施順又は発生順） 

－ 重要度の高いものから低いものへ 

－ 頻度の高いものから低いものへ 

－ 場所，距離，又は作業の利用しやすさの別 

－ アイテムの能力維持に必要な作業別 

－ 警告（安全性に影響するもの），注意（機器の損傷につながる可能性があるもの），通知（作業を容易

にするもの）の明確な区別化 

既存の技術情報を最大限に使用することが望ましい。このことは，次の方法で達成される。 

－ 既存の技術情報の，仕様要求事項を満たすことに関しての適切性の評価 

－ 次のようなものの中からの，最も費用対効果の高い手法の選定 

・ 既存情報の活用 

・ 既存情報の改訂・更新 

・ 新規情報の作成 

提供される技術情報に関する全ての要求事項は，対象アイテムの契約に含めることが望ましい。これには

次が含まれる可能性がある。 

－ ソースデータ 

－ 専有データ 

－ 複製権 

－ 変更，修正，又は改変 

一般的なアイテムに関する市販のマニュアルなど，適用先に幅のある既存文書類を使用する場合には，

保全の対象となる特定の用途，アイテムコンフィギュレーション及び環境に対してのマニュアル適用につ

いて指針を含めることが望ましい。 

技術マニュアルは，読みやすく理解しやすい形式で作成することが望ましい。次の原則に従うことが望

ましい。 

－ 平易でなじみのある語句を用いること 

－ 文章と図表とを統合すること 

－ 適切な文体及び言葉遣いを用いること 

－ 技術情報を媒体に合ったものにすること 

9.4.3 評価 

技術マニュアルの有効性は，利用者が効率的に作業を遂行できるかどうかを確認するために，実際の使

用時に評価することが最も適切である。一般的な評価基準は次のとおりである。 

－ 代表的な文書利用者が，要求される基準レベルで作業を遂行可能か。 

－ システム全体の性能を改善させられるか（保全の性能の改善は，システム性能を改善すると仮定して。）。 

さらに，利用者から提案された改善事項を技術マニュアルに反映することは，その有効性を高める上で

不可欠である。 
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9.4.4 文書の改訂 

保全情報システム及び関連する保全文書に含まれるアイテムの情報，保全作業，手順，予備品その他の

情報を最新の状態に保つために，それらの変更を可能にする手順を策定し，実施することが望ましい。 

9.4.5 事象報告 

事象報告の手順は通常，支援活動として位置づけられ，有害な事象の監視及びそれらを克服するための

変更の統制において重要な役割を果たす。安全性及びアベイラビリティに影響を及ぼす重大なフォールト

又は欠陥（インシデント）は，綿密に監視することが望ましい。例えば，故障は，交換部品の品質（偽造

部品を含む可能性もある。）又は組立手順の曖昧さに起因する場合がある。こうしたエラー又はフォールト

を識別して，原因を特定する調査措置及び問題の是正に必要となり得る後続措置を開始するための手順を

採用することが望ましい。重大な故障が発見された場合，安全性に関する課題が対処されること及び当該

機器の他の全ての利用者が問題を認識することを確実にする，緊急の対応が求められることがある。 

9.4.6 コミュニケーション 

多くの組織は，整備技術通報（サービスブレティン）を発行し，重大な故障の可能性又は，アイテムが

安全な状態にあり要求される水準の機能を維持していることを確実にするための点検事項を全ての利用者

に周知している。これには，設計上の是正措置が講じられるまでの間に実施すべき追加の計画保全点検又

は検査を含める場合がある。この目的のため，欠陥を是正し，アイテムを完全な機能状態に復帰させるた

めの，さらなる保全措置及び変更（改修）の指示を発行することもある。このような通報の例としては，

安全上重要な改修を施すための自動車のリコール及び，事故又はインシデント後の点検が完了するまでの

航空機の運航停止などが挙げられる。 

利用者及び保全担当者に対して情報を伝達する手段が未整備である場合には，その整備を検討すること

が望ましい。伝達に含め得る情報の種類の指針となるリストを，次に示す。 

－ 利用者又は保全担当者によって発見され，他の利用者にも関係する欠陥情報 

－ 導入された変更（改修）の内容及びその適用範囲 

－ 変更（改修）したアイテムの導入に伴う予備品リストの変更 

－ 保全手順に新たに導入された変更点 

－ 安全性の向上又は損傷防止を目的とした運用手順の変更点 

－ 顧客満足度に関する報告 

10 資源のマネジメント 

10.1 資源の提供 

支援に適用される主な資源は，次のとおりである。 

－ 支援活動の実施に用いる，組織内部及び外部両方の要員を含む人的資源 

－ 教育・訓練 

－ アイテムの修理又は整備に使用する予備品及び消耗品 

－ アイテムに対する作業（整備，修理など）を実施するための支援施設，及びコンピューター化された

支援情報システムを収容するための設備 

－ 支援用機器 
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－ 全ての支援活動のマネジメント及び実施に必要な情報資源（箇条 9 の支援性及び支援情報の延長） 

－ 支援を実施するための財源 

支援に向けた資源は，設計及び開発段階における支援計画の策定時にまずは特定される。条件は開発段

階で変わるため，これらの資源の種類及び量は定期的に見直し，更新することが望ましい。支援資源に影

響する要因には，次のようなものがある。 

－ 保全対象の設備及びアイテムの所在場所 

－ 支援資源の所在場所 

－ 要求される総合信頼性の水準 

－ 支援対象アイテムの種類 

－ アイテムの機能の重要性 

－ 経済的要因 

－ 企業目標 

10.2 人的資源 

運用上の目標を全体として最小のライフサイクルコストで達成するためには，資格のある訓練された要

員の確保が求められる。大多数のシステムにおいて，運用支援及び保全支援の中で最もコストのかかる要

素は要員である。要員の慎重な選定並びに効果的な訓練及び監督によって，これらのコストの低減又は支

援の効果の増大が可能である。 

最先端の設計を採用した複雑なシステムにおいては，要員数，技能レベル及び訓練内容は，保全ニーズ

の分析に基づいて導出することが望ましい。要員に必要な専門性，技能レベル（初級，中級，高度）及び

人数は，保全支援分析の一環として，作業の複雑さ及び頻度を評価することによって特定することが可能

である。専門性及び技能レベルは，対象アイテムを運用する場所及び保全を実施する場所ごとに設定する

ことが望ましい。 

保全及び保全支援を担当する要員の資格は，常に最新の状態に維持することが望ましい。一部の作業に

おいては，特別な認証が求められる場合がある。 

10.3 教育訓練 

教育訓練は，システム設計，運用概念又は保全概念，支援機器，手順，及び関係する全ての要員の技能

レベルと整合するように策定することが望ましい。教育訓練用教材及び文書類は，使用される状況に特化

したものを作成・提供する必要がある。 

教育訓練，データ及び技術マニュアルは相互に依存している。教育訓練に関する要求事項は，利用可能

な技能，職務要件及び技術マニュアルに基づいて確立する必要がある。技術マニュアル，教育訓練，教育

訓練用教材，機器及び補助機材の間でのトレードオフは，プログラム全体の費用対効果に基づいて判断す

ることが望ましい。 

要員は，納入アイテムの運用開始時には知識と能力を備えた現場技術者になっているように選定し，教

育訓練することが望ましい。要員の消耗，技能低下，要員の交代，及びアイテムの変化又は変更（改修）

の影響に対応するため，要員の教育訓練には初期訓練と継続訓練との両方を含めることが望ましい。 

要員教育訓練計画は，次の事項を含むことが望ましい。 
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－ 訓練の種類，基本的な受講要件，簡潔なコース概要を含む操作要員向け訓練 

－ 全ての該当する保全ラインにおける訓練の種類，基本的な受講要件，簡潔なコース概要を含む保全要

員向け訓練 

－ 操作要員及び保全要員の訓練活動を支援するために必要な訓練用装置，機器，補助機材及びデータ 

－ 操作要員及び保全要員の初期訓練に関する予定スケジュール 

－ システムライフサイクル全体にわたる継続訓練についての予定方針 

教育訓練プログラムは，次の主要構成要素から成ることが望ましい。 

－ 特定の訓練目標を含む，教育訓練ニーズ分析（TNA） 

－ 指導の提供方法，受講者の評価方法，教育訓練プログラムの有効性の評価基準を含む，教育訓練の実

施 

保全の一部が他の支援組織に委託されている場合には，教育訓練計画は，保全組織の責任範囲にある要

素及び他組織との間に必要なインタフェースだけを扱うようにテーラリングすることが望ましい。 

10.4 支援機器 

10.4.1 一般 

保全，サービス及び点検のためには必要であるが，アイテムの運用には不可欠でない全ての機器は，支

援機器と呼ばれる。その種類及び数量は，必要とされる支援作業の種類に依存する。 

支援機器には，保全作業を実施するために必要な工具，安全に作業を行うためのスタンド及び取付具，

並びに機械的，電気的及び電子的な動作パラメータを試験するための測定機器が含まれる。また，アイテ

ムをそれが属する機器又はアセンブリから分離して試験できるようにするためのインタフェース用ジグ及

び機器が含まれる場合もある。 

10.4.2 支援機器の種類 

支援機器は，用途，入手可能性及び入手先に基づき，汎用支援機器及び専用機器（STE）の二つの主要な

区分に分類される。 

－ 汎用支援機器は，工具，ジャッキ及び汎用メーター等のように，市販されている一般供給品であるか，

又は一般に入手可能で製品の支援に適用される機器を含む。 

－ STE は，特定のアイテムに対して特定の作業を実施するために必要とされる機器であり，例えば，機

械的パラメータの測定を可能にする特殊取付具，又は当該アイテムの支援のために製造又は改造され

た特殊な電子解析装置若しくは試験装置が該当する。 

クレーン及びフォークリフトトラックのような大型機器は，通常，設備の区分で取り扱われる。ただし，

当該アイテムの支援のために特別に設計又は改造されている場合は，この限りではない。 

10.4.3 支援機器の選定 

支援機器を選定する前に，対象アイテムの主要な設計属性を知っておくことが望ましい。 汎用支援機器

の大部分は，対象アイテムの概念設計が完了し，保全概念が確立された後に選定することが可能である。 

対象アイテムに対する各保全作業について，必要となる支援機器を特定するレビューをすることが望ま

しい。これらの要求事項は，設計の初期段階においてはかなり一般的なものとなるが，より詳細な設計仕
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様が判明するにつれて，より具体的になる。支援機器の数量を最小限に抑え，可能な限り標準品を指定す

るために，選定プロセスにおいて調整及び標準化を行うことが必要である。 

支援機器の乱立を防止し結果として長期的に支援作業を簡素化するためには，設計段階において推奨支

援機器リストを用いると，設計者に対してそのための制約を課せられるようになる。 

支援機器は，供給に関する要求事項及び責任を明確にする手段としての次の区分に分類することが可能

である。 

－ OTS 機器 大部分の汎用支援機器 

－ 産業用機器 特定の産業分野において一般的に使用される，必要に応じて改造されることもある，機

器 

－ STE 特定の作業，整備又は点検の要求事項に適合するように設計され，個別に製造される機器 

保全作業が複数の階層（保全レベル，整備段階）で実施される場合，支援機器の配備は各階層に割り当

てられた作業に依存する。一般に，より複雑な支援機器はより上位の階層（重整備，後方支援）に配置さ

れるが，場合によっては，作業時間の短縮及び熟練保全要員の必要性を回避するために，高度な支援機器

が運用階層で使用されることもある。 

10.4.4 支援機器データ 

一部の産業分野では，特定の支援作業に利用可能な，当該産業を通じてアクセスすることができる試験

装置を一覧化した情報データリポジトリが整備されている。これらのデータベースが利用できない場合に

は，適切な機器を探し，汎用支援機器が見つからない場合に限り，STE を開発することが望ましい。 

システム設計が進展するにつれて，支援機器データは，追加アイテム及び既存アイテムに関する追加詳

細を含むように更新される。支援機器の要求事項及びデータは，対象アイテムに設計変更がある都度見直

し，必要に応じて改訂することが望ましい。 

10.4.5 自動試験装置 

自動試験装置（ATE）は，通常コンピューターによって制御され，対象アイテムに模擬環境を提供し実

際の動作属性を測定する機能を備えている。この機器は，状態監視プログラムの一部として，又は診断ツ

ールとして，選定された一連のパラメータを試験するように設計されており，特定のアイテム若しくはそ

の一部，又は関連する複数のアイテムを試験するために使用することが可能である。 

機器は，初期の概念段階から，自動的なフォールト診断若しくはフォールト箇所の特定，又はその両方

を可能とするように設計することが望ましい。自動試験装置は非常に複雑かつ高価となる場合があり，熟

練作業者の必要数削減，アベイラビリティ要求事項，修理を要する機器の複雑及び数量といった保全概念

で考慮する要因との関連において，その導入を正当化することが望ましい。 

10.4.6 校正 

アイテムの種類に応じて，多くの支援機器が，圧力，周波数，電圧などの指定されたパラメータの値を

測定するために使用されることがある。これらの測定値が有用であるためには，精確でなければならない。

測定の精確さを確保するために，測定機器は，計画的に，又は当該測定機器の主要な保全の後に，標準器

と照合するか，校正するかする。特に，試験装置（自動式及び手動式の両方）の校正のために，装置が複

雑さを増すことがある。装置を構成する全ての測定機器が校正公差内で動作していなければならず，さも

なければ実際とは異なる不適合が誤って指示されかねないためである。 
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校正の要求事項は，アイテムの点検，故障等の切分け及び調整に必要な測定要求事項の調査に基づいて

定められる。校正設備は，明確に規定され，トレーサビリティ（追跡可能性）をもつことが望ましい。 

10.4.7 支援機器の修理 

アイテムの保全作業を分析する際には，当該アイテムの支援機器の保全も考慮する必要がある。前項の

校正に加えて，支援機器自体にも，その機能を遂行可能な状態に維持する予防保全及び事後保全の両方が

関わることがある。 

10.4.8 内蔵試験装置（Built-in test equipment：BITE） 

内蔵試験装置（BITE）は，その名称が示すとおり，アイテムに内蔵されている。アイテムと一体化した

部品であるため支援機器には該当しないが，支援機器と類似の機能を果たす。 

BITE は，外部試験装置を使用することなく，故障の迅速な検出，診断，フォールトの切分け及び事後保

全の実施を可能にする。特に，迅速なシステムの修復が求められ，かつ複雑さのため手動試験が非現実的

な場合に，BITE はフォールト診断を支援する。BITE は通常，電子装置に適用されるが，機械装置におけ

るマイクロプロセッサ及びコンピューターの活用によって，BITE の適用範囲は大幅に拡大している。 

BITE は，装置を次の三つの主要な動作モードで監視するように設計されている。 

－ 起動時 BIT（PBIT，Power-on Built-In Test） コンピューター等の機器の起動時には，通常，電源投入

時自己診断（POST）ルーチンが実行される。コンピューターは，周辺装置の存在確認及び経路の導通

確認を含む自己診断を行う。他の装置も，使用可能性に関する自己診断を行うことがよくある。 

－ 連続 BIT（CBIT，Continuous BIT） CBIT は，機器が通常モードで動作している間に，その状態を継

続的に診断する。これは，システム監視の主要な診断手段となり得るものであり，フォールトと感知

される事象を全て通知するように設計されている。 

－ 割込み BIT（IBIT，Interruptive BIT） IBIT は，より深いレベルの試験を行う。CBIT よりも詳細な診

断を定期的に行うために適用することもあれば，他の手段で特定されたフォールトについて追加情報

を得るために必要に応じて適用することもある。IBIT の使用には，通常の機器動作を中断する必要が

ある場合が多い。IBIT は，手動で開始されることも，機器を通じて自動で開始されることもある。 

BITE の設計では，故障モード及びその影響の詳細な解析に基づいて試験手順及び監視すべき機能を確

立することが望ましい。 

BITE 及び ATE の使用に関する詳細は，IEC 60706-5 に示されている。 

10.5 支援施設・設備 

10.5.1 作業エリア施設 

アイテムを運用から外した後に保全，修理，又は整備できるように，内部又は外部の支援施設が必要と

なることが多い。これらの施設には，修理工場，オーバーホール工場，サービス拠点などが含まれ，次の

ものであり得る。 

－ 顧客による使用を目的として，元のアイテム製造業者が提供するもの 

－ 元の製造業者からも利用者からも独立したサービス組織が提供し運営するもの 

－ 自身の装置を支援するために利用者が自ら特別に用意するもの 

適切な保全施設の選定は，アベイラビリティ，修理対象の数量，必要な修理ターンアラウンド時間など
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の要求事項に基づいて行うことが望ましい。これは通常，コストに基づくトレードオフ検討として扱われ

る。 

10.5.2 管理及び技術的施設・設備 

支援施設については，次を考慮する。 

－ 工具及び支援機器のためのスペース 

－ 予備品の保管倉庫 

－ 関連する管理業務及び教育訓練機能の収容 

施設について考慮する項目には，電力，圧縮空気，水，環境制御（換気，暖房及び空調），照明，静電気

保護，コンピューター機器，通信，火災防護設備，並びにリフトなど，ユーティリティ（供給機能）に関

するニーズが含まれる。 

支援対象のシステムが主にソフトウェアで構成される場合，利用者が問題又はフォールトを報告できる

ようにサポートデスクが使用される。サポートデスクは，必要に応じて教育訓練などの対処策を提供し，

改善及び是正を要する領域を記録する。また，通常は，提供された支援に対して利用者が意見を述べられ

るように，フィードバックシステムが設けられている。 

新しいアイテムについては，それに対する設備計画を策定し，次の事項を可能にするのに十分な，定性

的及び定量的情報を含めることが望ましい。 

－ 要求事項のアセスメント及び割当て 

－ 既存設備の妥当性を判断するための分析 

－ 新規設備の必要性又は既存設備の改修の必要性の判定 

設備計画を策定する際には，次の要因を考慮することが望ましい。 

－ 修理ターンアラウンド時間 

－ 経済的妥当性 

－ 設備の利用率 

－ 設備の総コスト（調達及び運用） 

10.5.3 コンピューター化された支援情報システムのための設備 

コンピューター化された情報システムは，情報の利用機会を増し情報管理を容易にすることによって，

支援の効率を大幅に向上させることが可能である。ただし，これらのシステムのためには，ハードウェア

及びソフトウェアを，保全作業現場で保全要員が利用できるだけでなく，事務所・管理部門でも利用もで

きるように提供する必要がある。多様な場所での利用を可能にするためには，特別な通信手段が必要にな

る場合がある。ハードウェア及びソフトウェアは，保守し，常にアップデートしておくことが望ましく，

支援要員に対して使用方法に関する教育訓練を提供することが望ましい。このようなシステムを提供し運

用するコストは，期待される便益に照らして考慮することが望ましい。 

10.6 予備品及び消耗品 

10.6.1 一般 

ほとんどの保全作業には，予備品及び消耗品が必要となる。予備品は，修理アイテムと非修理アイテム

とに分類される。 
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修理アイテムとは，修理が可能なアイテムを指す。修理は現地で又は別の場所で実施される（7.2.2 参照）。

ただし，修理が経済的に見合わない場合，技術的に不可能な場合，又は修理回数の増加によって信頼性が

低下した場合には，当該アイテムは廃止され，新品と交換される。 

非修理アイテムとは，技術的又は経済的な理由によって修理されないアイテムを指す。これらは常に廃

止され，新品と交換される。 

修理アイテム及び非修理アイテムに加えて，ナット，ボルト，ワッシャー，ねじ，潤滑剤，燃料などの

消耗品を提供しなければならない。 

多くのプロジェクト，特に大規模なシステムにおいては，修理アイテムが予備品への初期投資の大きな

割合を占めることがある。一方，家庭用機器，娯楽機器，さらに自動車などの製品においては，修理アイ

テムの割合は小さいが，持続可能性を向上させ可能な限り部品を再生利用できるようにする傾向が強まっ

ている。 

予備品の種類は，保全概念の策定中に，各保全階層（7.2.2.1 参照）においてどのアイテムを交換対象と

するかを決定するに当たって定義される。支援活動に必要な全ての予備品，消耗品，特殊供給品及び関連

在庫は，保全及び運用支援活動の構成要素である。供給・備蓄すべき予備品の種類と数量は，保全階層ご

とに決定することが望ましい。 

10.6.2 予備品の品質 

支援は，修理アイテム及び非修理アイテムの両方を含む予備品の提供に責任をもつ。非修理アイテムの

場合，元の要求事項を満足するためには，新しい部品が元の部品と同等の品質をもつことが求められる。

元の製造業者が関与する場合には，新しい部品の製造において同一の工程及び部品が使用され，品質が確

保される。新たな製造業者が関与する場合，又は元の製造業者が製造終了後に関与する場合には，一定程

度のアシュアランスが求められることがある。修理アイテムについては，完成品が元の要求事項を満足す

るためには，構成部品の品質に加えて分解・再組立の品質も確保されることが望ましい。 

トレーサビリティも重要な要素であり，特に模倣部品との関連において考慮することが望ましい。 

陳腐化及び“同等の”アイテムの使用についても，最終的な修理アイテムの品質を確保するために慎重

な検討が必要となる。 

修理後の予備品が使用に適していることを確実にする試験の程度を定めるに当たっては，修理中に交換

されなかった予備品内の部品を考慮することが望ましい。例えば，交換されなかった部品に過度な負荷が

かかると，有害な影響を及ぼし，早期故障につながる可能性がある（例：静電気感受性デバイスの損傷）。 

通常，予備品の寿命は，修理によって短縮も延長もされていないと想定される。予備品は，調整修復済

み（reconditioned），修復再生品（refurbished），又は新品同等品（as good as new）として認定されることが

ある。これらの場合，仕様を精査し，予備品がシステム全体の残存寿命に関する要求事項を満たすのに適

しているかどうかを判断することが望ましい。詳細情報は JIS C 5750-4-1 に記載されている。 

10.6.3 予備品の定量化 

非修理アイテムの数量は，修理アイテムと同様に，交換率及び新しい部品が利用可能となるまでの時間

に基づいて決定される。この時間には，調達リードタイム，管理遅延時間，輸送時間が含まれる。 

予備品の提供は，使用状況に応じて様々な方法で管理することが可能である（予備品モデリングを含む
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詳細については IEC 62550 参照）。予備品の定量化及び最適化は，初期には，交換率及び交換品が利用可能

となるまでの時間に基づいて実施することが望ましい。定量化の精確さは，製品のコスト及びアベイラビ

リティの両方に大きな影響を与える。 

予備品提供プロセスは図 1 に示されている。図に示すように，初期入力は，保全概念，運用要求事項，

経済的考慮事項に基づいており，これらは予備品の定量化及び在庫最適化に使用される。支援対象機器本

体と同時に修理予備品を発注することで，コスト上の利点を得ることが可能な場合がある。これらのコス

ト上の利点は，提案された予備品在庫を評価する際に慎重に検討することが望ましい。必要な予備品の定

量化及び発注は，次の三つの明確なフェーズに分けることが可能である。 

－ 初期又は運用前フェーズ 

－ 安定運用フェーズ 

－ 延長利用フェーズ［大幅な変更処置（改修）を伴う可能性あり。］ 

予備品の保有数量，使用率，予備品提供及び保管のコスト，並びに陳腐化，保全，在庫予備品の更新に

伴う潜在的コストの間で，バランスを確立することが望ましい。 

予備品の定量化及び在庫最適化には，次の指標に基づく複数の方法が使用可能である。 

－ 交換頻度 

－ 修理頻度 

－ 再利用時間 

－ リードタイム 

－ 修理ターンアラウンド時間 

－ 予備品の取得コスト 

－ 保管コスト及び制約 

－ 保全待ちによるシステム運用停止時の収益減 
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図 1－予備品提供プロセス 

予備品の数量は，次に基づいて決定される。 

－ 事後保全及び予防保全に必要な予備品（修理アイテムも非修理アイテムも含む。） 

－ 非修理アイテム在庫の補充に必要な予備品 

－ 修理アイテム修理中の運用継続に必要な予備品（修理ターンアラウンド時間が関わる。） 

－ 使用不能となり廃止が必要な修理アイテムの交換に必要な予備品（10.6.1 参照。これらの部品は予備

品在庫から除去される。） 

予備品は，ベンダー又は製造業者から直接調達することも，使用に備えて保管してアベイラビリティを

確保しておくことも可能である。予備品がその使用目的に適合し，10.6.2 で定められた品質基準を満たし

ていることを確認することが重要である。 

10.6.4 予備品の識別 

理想的には，発注する全ての予備品に一意の識別子（ID）が付与され，当該予備品がどの機器，アセン

ブリ又はサブアセンブリに属するものであるかを明確に示していることが望ましい。予備品は，取扱い又

は環境ばく（曝）露による損傷が輸送及び保管中に生じないように，適切に包装されることが望ましい。 

予備品提供プロセスにおいては，各予備品に対して管理用コードを作成し，割り当てることが望ましい。

この管理用コードは，保全支援分析と利用者との間のリンクとなり，利用者に対して承認された保全計画

を定義する役割を果たす。 

図解部品カタログ若しくは予備品リスト，又はその両方は，システム内のアイテムの物理的な位置と，

保全及び保全支援で用いられる一意の識別子とを関連付ける役割を果たす（9.4.1 も参照）。 
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附属書 A 
（参考） 

支援性及び支援に影響を及ぼす保全の種類 

A.1 一般 

附属書 A では，実施され得る異なる保全の種類，及びそれらが支援性及び支援に与える影響について説

明する。選定される保全の種類は，要求される性能（安全性及びセキュリティを含む。）と総合信頼性との

間のバランスに基づいて決定される。 

保全の種類は，主に二つに分類される。一つは，システムの基本機能が継続して動作している間に実施

される保全（五つの選択肢がある。）であり，もう一つは，システムが運用不能状態にあるときに実施され

る保全である。それぞれの故障（場合によっては，多重故障）及びその影響は，通常個別に検討されるた

め，システムにはこれらの種類及び選択肢が複数含まれることがある。 

A.2 システム基本機能の動作継続中の修理 

A.2.1 部品の冗長 

部品の冗長 4)は，プラント内の二つのユニットのように，システムの部品が並列に稼働する状況を扱う

冗長である。それぞれのユニットが性能要求事項を満たすことが可能で，一方が故障した場合は，システ

ムの運転に影響を与えることなく交換又は修理が可能である。システムが完全に機能している状態，又は

プラントが最大性能レベルで運転していない期間中に，部品の交換が可能である。ただし，修理時間が最

大性能レベル間の期間より短いことが条件となる。ユニットの状態を監視しておくことで，最大性能が求

められない時期に修理を行うように保全チームに通知することができる（A.2.5 も参照）。故障は偶発的に

発生する可能性があるため，収益減は軽減されるものの，両ユニットが同時に故障するリスクは残る。こ

のことは，修理中の安全性を低下させる可能性がある。 

注 4) 冗長とは，システムにおいて，機能を達成するために複数の手段を用意することをいう（JIS Z 8115
の 192-10-02 参照）。 

支援の観点からは，部品冗長には追加の部品が支援対象となるため，必要な予備品の数が増加する。こ

れらの追加支援コストは，収益減の低減と比較して評価することが望ましい。また，二つの部品を使用す

ることは，それぞれをより低負荷で動作させることになり，信頼性及び寿命を向上させ，結果として必要

な予備品の総数を削減するという便益をもたらす可能性もある。最大性能要求事項がより低い予備品を購

入することもコスト削減につながる可能性がある。 

A.2.2 待機冗長 

待機冗長は，待機部品が，それに対応する部品の故障時にだけ動作する状況を扱う冗長である。これは

A.2.1 の状況に類似しているが，待機部品は主部品が故障した後に動作を開始するため，寿命が延長される

利点がある。ただし，主部品が故障してから待機部品が機能し始めるまでの間に，システム故障が発生す

るリスクがある。待機構成はさらに，システムが即時に動作可能な状態にあるホット待機（熱待機），シス

テムを起動する必要があるコールド待機（冷待機），及び待機部品は複数の部品を代替できるがプログラム

に時間を要するというプログラマブル待機に分類される。 

支援への影響は，前述の A.2.1 の内容と同様である。 
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A.2.3 サブシステムの冗長 

これは，システムが複数のサブシステム（例えば，通信ネットワーク内で動作する複数のサーバー，又

は所要の需要を満たすために共同で動作する複数の独立した機械）で構成される状況を扱う冗長である。

サブシステムが最大負荷以下で動作することによって，システム全体の寿命を延ばすことが可能である。

保全は，システムが完全に運用可能な状態で実施することも，性能を落とした状態で実施することもある。 

支援コストには，故障するサブシステムの予備品の追加分が含まれる。A.2.1 に示した考慮事項に加え，

設置スペース，電力需要，空冷などの設備面にも影響が及ぶ可能性がある。これらの追加的な支援コスト

は，収益減の低減による節約分と比較検討することが望ましい。 

A.2.4 定義された期間における冗長 

これは，一定数の故障発生が予測される中，システムが定義された期間にわたり動作を継続できるよう

に部品の数量を増やす状況を扱う冗長である。例えば，ソナーアレイのセンサーは，複数に偶発故障があ

ってもアレイ全体が機能するのに十分な数量で配置される。同様に，大規模なサーバーシステムも，複数

のサーバーが故障しても，最初のサーバー故障から計画された保全期間までの間に全体システムが故障す

るリスクが低くなるように，十分な台数のサーバーを確保している。 

故障した部品は，計画保全実施時又は性能要求が低い期間若しくはドウェル時間中（A.2.5 参照）に交換

することが可能である。効果的な監視システムを導入し，故障した部品の数を計画保全の十分前に支援要

員に通知することを確実にすると，在庫しておく予備品の数を減らすことが可能になる。 

A.2.5 低負荷時又はドウェル時間中の保全 

ドウェル時間は，システムがアイドル状態にある期間（アイドル時間）を指すことも，複数の機能が最

低限のレベルで動作している期間を指すこともある。このような期間に保全を行うことで，システム内に

追加の部品を設ける必要がなくなり，上記の A.2.2 及び A.2.3 に示した状況とは異なり，予備品の追加も不

要となる。ただし，ドウェル時間中に保全を実施するには，システムが故障する可能性のある時期を予測

できるよう，監視機能が必要になるのが一般的である。 

支援コストを削減するため，状態監視機能を備えた健全性確認システムの導入に係るコストを評価する

ことが望ましい。状態監視は一般的な手法となりつつあり，さらに詳しくは IEC 60300-3-10 に記載されて

いる。 

計画停止とは別に，低負荷時又は滞留時間中に継続的な保全を実施することも可能である。例えば，日

中だけ稼働するシステムは，稼働時間外に整備することが可能である。また，自動車の保全を計画停止で

はなくドウェル時間中に行うことも一例である。 

A.3 システムが動作していないときの保全 

A.3.1 計画停止 

保全を目的としてシステムの運転を停止することを計画する行為は，一般に“計画保全”又は“時間計

画保全”と呼ばれる。この活動の一例として，適切なリスク係数の下で部品の寿命を判断できるように，

部品の故障前の交換を状態監視によって行う保全（状態基準保全，状態監視保全）及び故障予測データに

基づいて行う保全（予測保全）がある。例えば，航空機のエンジンには既知の摩耗寿命があり，リスク係

数を適用することで交換時期が決定され，計画停止の実施時期が導き出される。通常，この種のシミュレ

ーション又はモデリングでは，計画保全をコスト削減最大化のために前倒しする機会につながる可能性の
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ある，他の部品の偶発故障も考慮する。状態基準保全及び予測保全の詳細については，IEC 60300-3-10 参

照。 

また，計画保全では，システムの機能にとって決定的に重要ではない予備品の故障検出及び修理につい

ても考慮する。これらの修理は，可能な限り，計画停止の全体所要時間に影響を与えないように計画する。

現在では，多くのシステムがそのような故障を自動的に検出する内蔵機能を備えており，場合によっては，

計画保全の前にその情報を提供することで，予備品の保管量を削減できることもある。 

前述の A.2.5 に示したように，性能要求が低い期間又はドウェル時間中に継続的な保全を実施すること

もある。 

支援コストを最小化するため，計画保全の活動は一体のものとして取り扱うのが一般的である。例えば，

追加の設計コストをかけて航空機エンジンの寿命を延長する可能性について考える。エンジンの計画保全

の間隔は延びるが，降着装置など他の部品は依然として計画保全が必要となる。複数の部品の計画保全を

組み合わせて同時に行う停止に替わって，より小規模な停止が頻繁に発生することになる。エンジン寿命

延長のコストが全体としてのコスト便益を生むかどうかを判断するには，関係するコストを総合的に評価

することが望ましい。 

計画停止は，必要な支援を事前に計画することを可能にし，遅延時間の最小化及び予備品数の削減に寄

与する。 

また，計画停止の一形態として，ソフトウェアを含むアイテムについては，機能改善保全(enhancement 
maintenance)がある。これには，新たな要求事項を満たすための変更処置（改修）が関わる。機能改善保全

は，さらに，適合保全（既存ソフトウェアアイテムを，変化した又は変化しつつある環境に適応させてそ

のユーザビリティを保つための改修が関わる。）と，完全化保全（ソフトウェアの改善を目的とした改修）

に分類される。これらの保全措置の頻度は，ソフトウェア保全活動を維持するのに必要な支援量に影響を

与える可能性がある（7.2.2.2 参照）。 

A.3.2 故障まで運転する方式 

計画停止の代替として，システムが故障するまで運転を継続する方式がある［reactive maintenance，run-
to-failure とも呼ばれる。事後保全（corrective maintenance）とも関係する。］。この方式は，部品によっては

寿命を延ばす可能性があり，収益減に関連する費用について考慮することが望ましい。ただし，ほとんど

のシステムは偶発的に故障する部品を含むため，予期しない故障を考慮に入れることが望ましい。 

ダウン時間（システムが動作不能となっている期間）における修復までの時間は，全ての保全作業の実

施に要する時間，及び部品，ツール，機器，要員を待つ時間を含む支援遅延時間という二つの要素から計

算される。 

予備品を得るまでの待ち時間は，予備品の在庫数に依存する。予備品が保管庫に存在する場合，待ち時

間はゼロとなる。最大待ち時間は，故障部品を修理し（輸送を含む。），使用に供するのに要する時間であ

る。平均待ち時間を算出することが可能であり（IEC 62550 参照），1 時間当たりの収益減が既知であれば，

総収益減の導出に用いることが可能である。その他の遅延要因については，対象施設に関するより詳細な

知識が必要となる。例えば，保全施設は違約金契約を伴うアイテムの保全を優先することがあり，そうで

ないアイテムに対してより長い遅延が生じる可能性がある。 

場合によっては，陳腐化の問題を軽減するために，運用開始時に全ての予備品が調達される。しかし，

それが保管コストを高くする可能性があり，また，予備品の購入数量が過不足となるリスクも存在する。 
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緊急の保全においても，故障まで運転する方式を考慮することが可能である。この場合，この方式は，

システムを運用可能ではあるが必ずしも最高性能レベルでもない状態に保つための暫定的な修復を適用す

ることを指す。工業プラントからの危険化学物質の漏えい（洩）に対して漏えい（洩）拡散を抑制するた

めの待機資源が利用可能な場合，又は想定より制限された条件下でソフトウェアを機能させるためにパッ

チを適用する場合がこれに該当する。これらの状況は“もしも（what if）”のリスクシナリオであり，必要

となる資源はあらかじめ決定し，必要に応じて利用可能な状態にしておくことが望ましい。 
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附属書 B 
（参考） 

支援性及び支援分析 

B.1 支援性分析に関する技法 

支援性分析を実施する際には，JIS Q 31010 に示される多様な技法を活用することが可能である。これら

の技法の多くは，支援分析に必要なデータを提供する。例として，次の技法がある。 

－ 信頼性ブロック図（RBD）：アイテム間の親子関係を機能的に関連付け，各アイテムの性質を数学的に

連結することを可能にする。IEC 61078 参照。 

－ 故障の木解析（FTA）：アイテムの階層的な関係の中で，いかなる直接的又は関連する故障が発生し得

るかを識別する。JIS C 5750-4-4 参照。 

－ 故障モード・影響分析（FMEA）：潜在的な故障の詳細及び階層内の任意のレベルのアイテムへのその

影響を識別し，また，各故障モードについて，関係部品及び原因機序並びに可能性のある回復作業を

識別する。故障モード・影響及び致命度解析（FMECA）は，各故障モードの致命度も識別する。JIS 
C 5750-4-3 参照。 

－ 信頼性中心保全（RCM）：個別の予防保全作業の内容及び頻度を識別し，続いて保全要員又は運用要

員による実施に向けて作業のパッケージ化及び詳細な解説を識別する。IEC 60300-3-11 参照。 

－ 修理レベル分析（LORA）：階層構造の中で，どの故障した又は不具合のあるアイテムが保全可能であ

るか，また可能である場合，物理的にどこで，組織のどの部局において実施されるかを識別する。 

支援分析においては，次の情報も活用される場合がある。 

－ 各保全レベル並びにプラットフォームレベル及びユニットレベルでの平均修復時間及び最大修復時間 

－ 作業当たり若しくは運用時間当たりの支援時間又は作業時間 

－ 支援要員についての要求事項のための情報（役割，必要人数，既存又は特別な技能，力量，社会的属

性など） 

－ 訓練についての作業及びプロセスからくる要求事項並びにそれに伴う力量に関する情報 

－ 予備品確保についての要求事項 

－ 支援機器及び支援施設の要求事項 

－ 受容可能な収益減の水準 

これらの情報の多くは，当初は推定に基づくことになるが，致命度の高い領域を特定し，リスクアセス

メントを実施することが望ましい。 

B.2 実現可能性の推定 

設計プロセスには，代替アプローチの実現可能性を検討し得る意思決定点が幾つかある。初期設計段階

では，要求事項への適合性を詳細設計に進む前に評価するための詳細な予測に必要な情報が不足している。

したがって，過去の経験に主に基づいて支援性に関する成果を概略的に予測する簡易な手順が必要となる。

過去の設計から得られたデータを，新たな設計属性及び保全条件に適合させることが可能である。 

この初期段階では，主要な作業だけを特定し，それらに対する潜在的な支援要求事項を推定することが

望ましい。この実現可能性分析の成果は，代替案を含めシステム設計の評価に活用可能である。また，こ

の分析によって，システムの支援性要求事項が指定された制約条件の下では満たせず，したがってトレー
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ドオフ分析の対象とすることが望ましいことが示されることもある。 

B.3 配分 

システムの支援性要求事項を下位の機能レベルへ展開するプロセスは，支援性配分と呼ばれる。これは

反復的なプロセスであり，初期設計段階において開始することが望ましい。ただし，この段階では情報が

限られているため，配分手順は上位レベルの細区分までしか実施が可能でない。詳細設計が進むにつれて，

配分の反復及びより下位レベルでの配分が行われる。 

配分の第一段階では，システムを要求される機能レベルの詳細にまで分解する必要がある。予備段階で

は必要な詳細度に到達できない場合もあるが，プロセスはより詳細な情報が得られるにつれて継続してい

くことが可能である。不可欠な入力情報としては，機能ブロック図中の各アイテムの信頼性の推定値が挙

げられる。保全性技術者及び支援性技術者は，理想的には他領域（信頼性，ヒューマンファクター，支援

性，支援，安全性，設計及びシステム工学）の技術者と同時に更新情報を受け取れるように，初期段階か

ら緊密な連携を確立し，使用する機能レベル図を他領域技術者と共用することが可能である。同様に，統

合補給支援（ILS)プログラムの後方補給分析（LSA)を適用する場合は，作業の重複を削減し，利用可能デ

ータの一貫性のある使用を確実にするため，他領域技術者が用いるのと同一のデータを使用する。ILS 手

順の詳細については，IEC 60300-3-12 参照。 

配分の第二段階では，識別された各アイテムに対して，その設計及び運用環境に関する入手可能な最良

の情報を用いて，支援性属性を配分する。この配分は関係するユニットの相対的な複雑さに基づいて行う

ことが望ましい。支援の頻度を評価するために，複雑さの尺度としてはアイテムの故障率又は寿命に基づ

くものが考えられる。類似の機器に関する過去の経験を十分に考慮することが望ましい。 

配分の第三段階は，ハードウェア及びソフトウェアレベルのブロック図において識別された各アイテム

に対する支援性属性の配分の，実現可能性の検討である。検討結果を過去の経験と比較し，必要に応じて，

配分の改善若しくは変更，又はその両方が必要な領域を特定する。配分の実現が不可能であると判断した

場合には，次の対応策が考えられる。 

－ 再設計による支援性属性の改善（診断性，アクセス性，モジュール化，設備などの向上） 

－ 全体としてはシステム要求事項を満たすという制約内での再配分 

－ 信頼性向上による故障率の低減 

－ 支配的な信頼性要因に対する冗長の追加（可能な場合） 

－ 最終手段としての，システム要求事項の再検討 

B.4 予測 

支援性予測とは，アイテムの支援性特性を解析的手法によって評価するプロセスである。これには，定

義された解析的支援性モデルを用いて，保全及び運用支援を含め明示された条件に基づき，定量的な支援

性属性を算出することが含まれる。支援性予測は，設計の必要とされるマイルストーンにおいて実施し，

次の成果物を提供することが望ましい。 

－ 配分する支援性要求事項を満たすことができる可能性，及び，計画するシステム数を考慮した上で，

運用の要求を満たすのに必要な資源が利用可能となる可能性の評価 

－ コストへの影響によって改善が必要と考えられる領域，又は実施上の困難が予想される領域の特定 

対象アイテムの支援性及び支援に関する特徴並びに他との関係性を反映した適切な解析モデルを構築す

ることが望ましい。与えられた制約条件下でアイテムの支援性パラメータを統合する数学的規則を決定す
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るために，モデルは，機能ブロック図又はハードウェア・ソフトウェアレベルのブロック図に基づくこと

が望ましい。通常は簡易な解析モデルで十分であるが，場合によってはより高度で洗練されたものが必要

なこともある。 

B.5 詳細な分析アプローチ 

分析アプローチは，通常，次の手順から開始される。 

a) 実施すべき作業内容及びその実施頻度を指定する。 

b) 作業を個別のタスクに分解する。 

c) タスクをさらにサブタスクに分解する。 

d) 各タスクの所要時間，必要な人員数，並びに要求される技能の種類及びレベル（例えば，高度な技能

をもつ整備士）を指定する。 

e) 作業の実施場所を指定する。 

f) 各サブタスクの実施に必要な機器を指定する。 

g) 各サブタスクの完了に必要な予備品及び消耗品を指定する。 

h) 近接して作業する要員（及び使用機器）にとっての実際性を考慮に入れて，サブタスクを再構築し，

作業に必要な資源の概要を確立する。 

i) 頻度並びに所要時間及び就業時間を用いて，修理チームが一定期間内に対応可能な最大修理件数を確

立する。 

これが計画保全活動であった場合，分析の多くは保全作業の所要時間を算出するために行われたプロセ

スの繰返しとなるが，必要な支援資源を指定するために追加のデータが収集される。 

実施され得る全ての作業について積算することで，所定期間に必要な資源の概要が得られる。 

一般的手順は a)～i)のとおりであるが，支援性は最も費用対効果の高い解決策を提供するものであり，

その達成には，望ましい解決策を導き出すためのコストを確立することが必要である。このアプローチは

多様なものであり，保全の種類を検討する際の例は附属書 A に，部品の経済的発注を検討する際の例は附

属書 C に示されている。 

B.6 詳細分析手法において考慮されるコスト 

B.6.1 個別コスト 

個別コストは，次のような形で生じる可能性がある。 

a) 追加部品の調達に係るコスト。部品の初期購入費用に加え，ナット，ボルト，ねじ，ガスケット，グ

リース等の関連部品に係るコストを含む。 

b) 故障部品を予備品として修復するためのコスト。このコストには，経済的に修理が不可能な部品に替

わる新品の調達に係るコストを考慮に入れることがある。また，部品が特定の保管寿命をもち得る状

況又は保管中一定期限までに劣化し得る状況での長期保管についても考慮する。 

c) 予備品及び消耗品の保管に係るコスト。保管施設，労務，在庫管理等に関連するコストを含む。 

d) 保管スペースに係るコスト。部品の保管場所のコスト，倉庫の運営コスト（賃借料，光熱費など），部

品の取扱いコスト（損傷又は劣化への対処を含む。），並びに倉庫及びその内容物の保険に係るコスト

を含む。これらのコストは通常，年間在庫保持コストとして表現し，予備品のコストに対する割合（例

えば，20 %）で指定することがある。他の保管部品と比べ著しく高価な部品又は容積の大きい部品に
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ついては，この割合が個別に変動することがある。 

e) 修理用部品の発注に係るコスト。これは，発注に伴う手数料（配送費等）を含み，部品の修理センタ

ーへの輸送・返送のコストも含まれる。中央倉庫が関与する場合には，保管倉庫から修理施設への輸

送に係るコストも含まれる。 

f) 予備品の取り外し及び交換に係る保全作業コスト。通常，時間単価と保全作業時間との組合せで表現

する。 

g) 予備品の関わらない保全作業に係るコスト。潤滑作業等が該当する。健全性確認に関するコストにつ

いては，項番 n)参照。 

h) 保全施設の運営及び維持に係るコスト。これには，建屋，工具，試験装置の校正サービス，構成管理

サービス，一般的な人員サービス等が含まれる。これらのコストは通常，間接費として分類し，保全

作業の時間単価に加算する。これには，保全施設の運営に関わる全てのコストに加え，技術データの

コスト，教育訓練コスト，及び支援サービスに係るコストも含める。場合によっては中央倉庫が関わ

り，その場合これらのコストは地域修理センター間で分担されるか又は予備品に対して賦課されるか

する。 

i) 技術遅延時間に係るコスト。これは，保全活動に対する補助的な支援（冷却，隔離，試験装置のプロ

グラムの設定など）を行う遅延時間に係るコストである。 

j) 管理遅延時間に係るコスト。これは，故障の発生を保全部門に通知する等の遅延時間に関連するコス

トである。 

k) 支援遅延時間に係るコスト。理想的な状況では，工具，試験装置，予備品，作業員等が即時に利用可

能である。これらが利用可能になるまでのいかなる遅延時間も，支援遅延時間という。この遅延時間

は，後述する収益減コストに含める。 

l) 支援サービス業務に係るコスト。これは，予備品の調達及び付随する支援に関わるチームを運営する

コストである。これらのコストは通常，項番 h)に記載された間接費に含める。 

m) 教育訓練に係るコスト。 

n) システムの健全性確認に係るコスト。これは，状態監視及び予測保全に関連するコストである。 

o) アップグレードに係るコスト。開発，試験，予備品の変更等を含む。 

p) 廃棄に係るコスト。汚染された液体の処理等が該当する。 

q) 時間依存型収益減（運用不能期間に係るコスト）。これは，システムが運用不能状態にある期間に適用

する項目で，評判，のれん（goodwill）などの無形資産の毀損も含む。通常，時間単価と運用不能時間

（又は修復までの時間）の組合せで表現する。 

r) 固定型収益減（固定コスト）。これは，項番 q)に記載された収益減（運用不能期間に係るコスト）に加

えて発生する固定コストである。これらの固定コストは，人員若しくは設備の安全又は環境若しくは

健康問題に影響する故障が生じたときの，故障に起因する収益減に関係する（無形資産の毀損を含む。）。

船舶からの油漏れ等が該当する。これらのコストは極めて大きくなる可能性があるため，これらのコ

ストを可能な限り排除又は低減するように最大限の努力が設計段階で払われる。 

場合によっては，正確な値を算出する代わりに，“壊滅的な減収”といったコスト範囲を用いることも

ある。冗長の導入又は機器寿命の制限といった最適なコスト対策を検討しつつも，迅速に是正措置をとる

ことを確実にするためである。 

B.6.2 コスト間の相互作用 

通常，上記の個別コストは互いから独立に算出されるが，相互の関連性によって，最適な解決策の決定
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に際して複雑な状況が生じることがある。例えば，A.3.1 にあるように，計画保全は，必要な部品全ての保

全を個別ではなく総合的に検討することによって決定される。また，個別のシステムではなく，複数のシ

ステムを考慮する必要がある場合もある。 

他のコストとの相互作用も存在する。例えば，複数のシステムにおける修理頻度によっては，修理コス

トと在庫保持とが相反することになる可能性がある。修理頻度が低い場合，保全作業の回数，ひいては年

間コストは削減されるが，必要なときに予備品を発注先から入手できないリスクが高まるため，より多く

の在庫を自身で保持することになる。一方，修理頻度が高い部品は，予備品の一定の需要を継続的に生む

ため，発注先での在庫切れのリスクは低くなる。同様に，複数システムに共通する予備品の修理にも相反

が生じる。修理頻度が低い場合（保全コストが低い場合），段取り替え及びセットアップのコストが発生す

る。逆に，修理頻度が高い場合は，修理作業が継続的に発生する部品となる。 

同様に，ソフトウェアの変更には，当該ソフトウェアに精通した設計者が必要となる。設計チームが確

保できない状態で新たな設計変更を開始する場合，通常，変更に着手する前に高い学習曲線の壁を超える

必要がある。ハードウェアの変更も同様の課題を抱える。部品が継続的に進化している場合は設計者の確

保が容易であることも多いが，大規模な一品生産システムの寿命中期の更改では，通常，新たに設計チー

ムを立ち上げることになり，それに伴う学習曲線コストが発生する。 

B.6.3 コスト比較の例 

B.6.3.1 ペナルティコスト 

システムが運用可能であることが期待されるにもかかわらず，保全作業のために運用できない場合，収

益の減少が生じる［B.6.1 q)に記載］。この減少は，1 日当たりのコストに遅延時間（システムが運用不能な

時間）を乗じて算出される。遅延時間が受容可能な時間と受容不可能な時間とに分けられる場合があり，

契約上のペナルティコストは受容不可能な遅延時間に基づいて課される。 

B.6.3.2 廃止又は修理 

部品の廃止（及び新品への交換）コストには，次が含まれる。 

－ 各交換部品の調達コスト 

－ 交換部品の保管コスト（まとめて購入することで単価を下げられる可能性があるが，保管コストによ

って相殺される場合がある。） 

－ 例えば，2 年間の保証期間など，定められた期間中に必要となる交換部品の数量 

－ 交換部品の試験に関連する全てのコスト。これは，故障部品の取り外し及び交換にかかるコスト，並

びに，交換部品が機能せず再度取り外し・交換するためのさらなる遅延時間が必要となる場合の契約

上のペナルティコストに依存する。この総コストが高額となる場合，使用前に部品を試験することが

賢明である。 

－ 故障部品の取り外し及び交換にかかるコスト 

交換コストには，次が含まれる。 

－ 初期在庫分の交換部品の調達コスト 

－ 部品の修理コスト 

－ 部品を修理に出す輸送コスト 

－ 初期在庫部品の保管コスト 

－ 例えば，2 年間の保証期間など，定められた期間中に必要となる交換部品の数量 
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－ 上記の廃止部品のケースと同様の条件下での部品試験コスト 

－ 故障部品の取り外し及び交換にかかるコスト 

－ 故障部品が修理されている時間区間 

最初の推定としては，部品は廃止し新品と交換するという方針での在庫水準及び保管コストは，部品は

修理して用いる方針でのそれらと同等であると仮定することが可能である。新しい部品の調達コストが，

部品の修理・輸送コスト及び追加の待ち時間（収益減）によるコストの合計よりも高い場合，修理を選択

する方が望ましい。 

B.6.3.3 サブシステムの冗長 

この選択肢を検討する前に，追加のサブシステムを導入することの全体的な影響を評価する必要がある。

サブシステムが占有するスペースを確保できない，又は他の便益を犠牲しなければ確保できないというこ

とはある。例えば，オフィスビルに追加でエレベーターを設置すればオフィススペースは減少し，収益に

影響することになる。既に複数のサーバーが設置されている部屋にサーバーを追加する場合，発熱量の増

加によって冷却設備の新設又は強化が必要となることがある。スペースが重要な制約条件である場合には，

他の選択肢を検討することが望ましい。多くの場合，追加のサブシステムは，要求がシステムの容量を超

えるリスクに対応するために導入される。また，運用上の負荷をより多くのサブシステムに分散させるこ

とで，信頼性の向上を図る目的もある。サブシステムの冗長は，取得コスト及び保全コストの増加に加え，

エネルギー消費量の増加を招くことがある。 

修復時間（TTR）は，予備品及び保全要員が利用可能になるまでの遅延時間によって変動する可能性が

あり，複数のシナリオを考慮することが望ましい。1 日当たりの収益減を，修復時間及びシステムが運用

可能であることを求められる日数と組み合わせることで，運用中に修理が実施されない場合の収益減少額

を算出することが可能である。 

一方，サブシステムの冗長には，サブシステムの調達コスト及び設置コストもある。また，追加の予備

品の保管コストも考慮する必要がある。ただし，大規模なシステムにおいては，サブシステム一つの追加

が予備品の必要数量に及ぼす影響は小さいと考えられる。 

故障部品の修復に関連するコストは，システムが運用可能であるか否かにかかわらず発生するため，本

節では対象外とする。 

サブシステムの冗長を導入する際には，故障の種類の違い，遅延時間の変動，及びサブシステム内の他

の部品が同時に故障するリスクといった変数を含めて，シミュレーションを実施することがよくある。典

型的なケースでは，平均待ち時間（保管されている予備品の数量に依存する。）を用るが，運用アベイラビ

リティが決定的に重要である場合には，最悪のケースを考慮することが望ましい。場合によっては，コス

ト削減効果が十分に大きいため，シミュレーションが不要なこともある。 

B.6.3.4 収益減 

収益減は，“固定型”及び“時間依存型”に分類され，固定型の収益減を最小化する努力が設計段階で払

われる。例えば，故障モード・影響及び致命度解析（FMECA）の実施によって，決定的に重要な故障を特

定することができ，それらの故障を排除又は可能な限り低減するように設計を変更することが可能である。

ただし，FMECA が対象とする状況を適切に考慮していることが前提となる。例として，洗濯機製造業者

が利用者を感電させて罰金を科された事例を考える。発売前の開発中に，水が洗濯機にこぼれることによ

って問題が発生する可能性を FMECA が示したため，設計はそのような事象が発生しないように変更され



49 
C 60300-3-14：0000 (IEC 60300-3-14：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

ていた。しかし，石けん水は水の表面張力を低下させ，洗濯機にこぼれるとさらに内部にまで浸透する可

能性があることは考慮されていなかった。これが感電の原因であった。FMECA を実施する際には，これ

らのシナリオに関する経験をもっていることが望ましい。 

時間依存型の収益減は，システムが運用不能となっている時間，停止の種類，及び運用不能時間の 1 時

間当たりのコスト（又は他の時間尺度の単位当たりのコスト）の 3 要因によって決定される。単位時間当

たりのコストは，計画停止か非計画停止かなどといった，停止の種類によって異なる。停止の期間中には，

次の手順が実施される。 

a) システムの故障を認識し，保全作業の開始条件を有効にする。 

b) システムを保全要員の下へ移送する，若しくは保全要員をシステムの下へ移送する，又は遠隔監視に

よる調査開始を有効にする（三つのうち最も好適な手段を選ぶ。）。 

c) フォールト箇所を特定する。 

d) 交換作業に必要な交換部品，工具，消耗品を手配する。ソフトウェア集約型システムの場合これは当

たらないが，システム変更に必要な設計作業がこれに相当すると考えることが可能である。 

e) フォールトがある部品を取り外す。ソフトウェア集約型システムではこれは当たらないこともあるが，

新プログラムをインストールするために旧プログラムを削除する必要があることはある。 

f) 新品又は新品同等の部品を取り付ける。ソフトウェア集約型システムでは，これは変更済みプログラ

ムのアップロードを含む。 

g) システムが意図したとおりに動作していることを確認する。 

h) システムを運用場所へ移送する（該当する場合）。 

i) システムを運用状態に復帰させる。 

場合によっては，停止時間を最小化しようとして暫定的な修理が実施されることがある。しかし，この

方法はシステムの特定の機能を制限することになる可能性があるため，個別に検討することが望ましい。 

収益減に影響する主要な変数の一つは，交換部品の手配に関するものである。この変数は，保管用に購

入する予備品の数量に依存する（IEC 62550 参照）。 
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附属書 C 
（参考） 

交換品の経済的な発注 

C.1 性能及び仕様に関する考慮事項 

理想的な交換部品の仕様は，対象アイテムに期待されるライフプロファイルで要求される性能に依存す

る。例えば，自動車タイヤの場合，仕様が定義するものには，寸法及び価格に加え，許容される最高速度，

ドライ路面及びウェット路面でのグリップ性能，走行時の騒音，走行距離に対する寿命（摩耗による寿命），

並びに材料の劣化による寿命が含まれる。したがって，年間走行距離が少なく，摩耗よりも劣化が先に生

じるようなライフプロファイルであれば，それは要求される仕様に影響を与え，結果として費用にも影響

する。 

C.2 予備品の継続的な発注 

予備品の継続的な発注は，IEC 62550 に詳細に記載されており，欠品リスク（5.4 参照）又は平均待ち時

間が交換率とともに指定されていることが前提となる。交換率は故障率に基づいて算出されるが，取扱い

誤りによる故障など，その他の故障要因も考慮される。 

C.3 予備品のロット発注 

代替的な手法として，予備品をロット単位（バッチ）で発注する方法がある。経済的発注量（EOQ，economic 
order quantity）は，在庫管理に関連する数式であり，製造コスト，交換率及び他の変数から，企業が在庫と

して保持することが望ましい最適な発注量を算定するものである。これは変動する在庫コストを最小化す

るように決定されるが，在庫品を修理に回すのではなく，使用後は廃止することを前提としている。EOQ
は一義的には故障部品の新品交換に適用するものであるが，部品の修理に適用することも考えられる。 

EOQ の数式は，生産量又は発注間隔の算定用に変更して用いることも可能で，特に，大規模なサプライ

チェーンをもち，製造単位当たりの変動コストが高い大企業において広く利用されている。 

最適な経済的発注量の決定には，数量割引，在庫の受入れ及び保管のコスト，使用率，在庫切れに伴う

リスク，発注から納入までの平均所要時間などの経済的要因が考慮される。 

EOQ は，在庫水準を常時監視し，それが指定の再発注点に達するたびに一定量を発注する継続的レビュ

ー型の在庫管理方式の一部として用いられる。EOQ は，在庫の即時補充を欠品なしに確実にするために，

適切な再発注点及び最適な再発注量を算定する際のモデルを提供する。これは，在庫の保有量，発注数量

及び発注頻度について，可能な限りコストがかからないように意思決定をする中小企業の経営者にとって

有用なツールとなる可能性がある。 

EOQ モデルは，交換率は一定であり，在庫はゼロになるまで一定速度で消費されることを前提としてい

る。在庫水準がゼロ又はあらかじめ定めた最低水準に達すると，指定数量のアイテムが到着し，在庫水準

を当初の水準に戻す。このモデルは即時補充を前提としているため，在庫切れ又はそれに伴うコストは発

生しないことになる。 

総コストは，次の式で表すことが可能である。 

総コスト = 購入コスト + 発注コスト + 保管コスト 
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一度に大量に発注すると保管コストは増加するが，発注コストは最小化される。逆に，少量のアイテム

を頻繁に発注すると発注コストは増加するが，保管コストは最小化される。EOQ モデルは，これらのコス

トの合計を最小化する発注量を算定する。 

EOQ の基本式は，通常次のように表される。 𝑇C = 𝑃𝐷 +  𝐻𝑄/2 + 𝑆𝐷/𝑄 

ここで， 
Tc  ： 年間の予備品在庫維持にかかる総コスト 𝑃𝐷 ： 年間の在庫購入コスト（価格𝑃に，年間個数で表した交換率 𝐷 を乗じたもの） 𝐻  ： アイテム 1 個当たりの年間保管コスト 𝑄  ： 1 回当たりの発注量 𝑆  ： 1 回の発注にかかるコスト 

総コスト の式の要素を更に分解して考えると，年間の在庫保管コストは 𝐻 に在庫の平均保有数量を乗じ

た値である。モデルでは在庫が一定の速度で消費されると仮定しているため，平均保有数量は 𝑄/2 に等し

い。したがって，在庫保管コストは 𝐻𝑄/2 となる。年間の発注コストは，𝑆 に年間の発注回数を乗じた値で

あり，発注回数は年間の交換数を 1 回当たりの発注量で除した値，すなわち 𝐷/𝑄 に等しい。なお，購入コ

スト 𝑃𝐷 は一回当たりの発注量にかかわらず一定である。 

これらの要因を考慮すると，最適な発注量は 𝑄  の関数としての 𝑇C  を示す曲線の最小点において決定さ

れ，次の式で表される。 𝑄 = ඥ2𝑆𝐷/𝐻 

年間の交換個数 D は，交換個数の期待値（ENR，expected number of replacements）とみなすことが可能

である。発注量 𝑄 が定まれば，𝑄 個の部品を取得するまでの期間は，𝑄/𝐷 に 365 を乗じることで日数とし

て表すことが可能である（発注間隔を日数で求める場合）。この発注間隔は，修理ターンアラウンド時間

（RTRT）と比較することが可能で，発注量 𝑄  は，指定された在庫切れリスク（SOR）又は平均待ち時間

（MWT）に基づいて定まる保管すべき予備品数と比較可能である。また，RTRT が発注間隔と等しい場合

に，必要最小限の予備品数を算定することも可能である。 
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附属書 D 
（参考） 

支援遅延時間及びその他の関連時間の例 

D.1 例示的タイムライン 

この例は，特定の事象を精確に反映することではなく，起こり得る様々なタイムラインを説明すること

を意図したものである。この例には幾種類もの遅延時間が現われるが，その中で支援遅延時間のうちに入

るものは“（SDT）”と記して識別しやすくしている。 

1) 利用者が自動車の性能に問題を検出。管理遅延時間の計測開始 

2) 利用者が対象車を修理センターへ持ち込む。受付が書類処理を完了し，利用者が鍵を引き渡す。管理

遅延時間の計測終了 

3) 試験装置をもった試験担当者が不在。支援遅延時間（SDT）の計測開始 

4) 試験担当者が対象車試験のために到着。支援遅延時間（SDT）の計測終了 

5) 試験担当者が試験を開始。フォールト検出時間の計測開始 

6) 試験担当者がエンジンコントールユニット（ECU）の交換の必要性を特定。フォールト検出時間の計

測終了。管理遅延時間の計測開始 

7) 受付が利用者に費用及び修理時間を含め問題を利用者に通知。利用者が作業開始を承認。管理遅延時

間の計測終了 

8) 予備品及び修理パック（当該車種用のナット，ボルトなど）は翌日午前半ばに到着予定だが，修理ス

テーションが翌日正午まで空きなし。予備品遅延時間（SDT）及び修理ステーション遅延時間（SDT）
の計測開始 

9) 夜になり修理センターが業務終了 

10) 翌朝，予備品及び修理パックが到着。予備品遅延時間（SDT）の計測終了 

11) 正午に修理ステーションが利用可能となり，対象車が修理ステーションまで運転されるが，作業を開

始するにはエンジンが高温過ぎ。修理ステーション遅延時間（SDT）の計測終了。技術遅延時間の計

測開始 

12) エンジンが十分作業開始できる温度に冷える。技術遅延時間の計測終了。修理時間の計測開始 

13) ECU の交換は済むが，車種に合わせたプログラム設定が必要。修理時間の計測を一時停止し，専門技

術者の到着待ち。支援遅延時間（SDT）の計測開始 

14) 専門技術者が到着。支援遅延時間（SDT）の計測終了。修理時間の計測再開 

15) 専門技術者が ECU をプログラムし，機能試験を実施。修理時間の計測終了 

16) 自動車が修理ステーションの前庭に移動され，利用者に引き渡し準備完了を通知 

D.2 遅延時間の評価 

全体的な支援遅延時間（SDT）は，次の時間の総和である。 

－ 試験担当者が利用可能になるまでの時間［項番 3)～4)］ 

－ 予備品が利用可能になるまでの合計時間［項番 8)～10)］ 

－ 予備品の到着から修理ステーションが利用可能になるまでの時間［項番 10)～11)］ 

－ 専門技術者が利用可能になるまでの時間［項番 13)～14)］ 



53 
C 60300-3-14：0000 (IEC 60300-3-14：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

予備品遅延時間［項番 8)～10)］については，通常，部品が到着するまでの全時間を考慮する。一方，修

理ステーション遅延時間については，修理センターが操業していない夜間の時間は除外するのが一般的で

ある。改善領域を検討するために，各種の支援遅延時間を個別に精査することもある。例えば，専門技術

者を待つ遅延時間は，修理ステーションが次の作業に利用可能となることを遅らせるため，支援遅延時間

の要因として重要である。 

各修理における支援遅延時間を確定したところで，全支援遅延時間の平均時間を算出することが可能と

なる。複数の修理センターが関与する場合には，ECU に特化した平均支援遅延時間の平均値を算出するこ

とも可能である。場合によっては，全体の加重平均支援遅延時間が必要となることがあり，その場合，各

種遅延時間は実施される修理の種類ごとの頻度に基づいて重み付けされる（IEC 61703 参照）。 
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参考文献 

[1] JIS Z 8115:2019 ディペンダビリティ（総合信頼性）用語 

注記 対応国際規格では，IEC 60050-192，International Electrotechnical Vocabulary (IEV)－Part 192: 
Dependability を記載している。 

[2] JIS C 60300-1，総合信頼性マネジメント－第 1 部：総合信頼性のマネジメント 

注記 対応国際規格では，IEC 60300-1，Dependability management－Part 1: Managing dependability
を記載している。 

[3] JIS C 5750-3-1 ディペンダビリティ管理－第 3-1 部：適用の指針－ディペンダビリティ解析手法の

指針 

注記 対応国際規格では，IEC 60300-3-1，Dependability management－Part 3-1: Application guide－
Analysis techniques for dependability－Guide on methodology を記載している。 

[4] IEC 60300-3-3，Dependability management－Part 3-3: Application guide－Life cycle costing 

注記 旧版（2004 年版）に対応する，JIS C 5750-3-3:2008 ディペンダビリティ管理－第 3-3 部：

適用の指針－ライフサイクル コスティングがある。 

[5] JIS C 5750-3-4 総合信頼性マネジメント－第 3-4 部：適用の指針－総合信頼性要求事項の仕様 

注記 対応国際規格では，IEC 60300-3-4，Dependability management－Part 3-4: Application guide－
Specification of dependability requirements を記載している。 

[6] IEC 60300-3-10 ， Dependability management － Part 3-10: Application guide － Maintainability and 
maintenance 

[7] IEC 60300-3-11，Dependability management－Part 3-11: Application guide－Reliability centred maintenance 

[8] IEC 60300-3-12，Dependability management－Part 3-12: Application guide－Integrated logistic support 

[9] IEC 60300-3-16，Dependability management－Part 3-16: Application guide－Guidelines for specification of 
maintenance support services 

[10] IEC 60706-3，Maintainability of equipment－Part 3: Verification and collection, analysis and presentation of 
data 

[11] IEC 60706-5，Maintainability of equipment－Part 5: Testability and diagnostic testing 

[12] JIS C 5750-4-3 ディペンダビリティマネジメント－第 4-3 部：システム信頼性のための解析技法－

故障モード・影響解析（FMEA 及び FMECA） 

注記 対応国際規格では，IEC 60812，Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA) を記

載している。 

[13] JIS C 5750-4-4 ディペンダビリティ マネジメント－第 4-4 部：システム信頼性のための解析技法

－故障の木解析（FTA） 

注記 対応国際規格では，IEC 61025，Fault tree analysis (FTA) を記載している。 

[14] IEC 61078，Reliability block diagrams 

[15] IEC 61703，Mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and maintenance support 
terms 

[16] JIS C 5750-4-1 ディペンダビリティ管理－第 4-1 部：適用の指針－リユース部品を含む製品のディ

ペンダビリティ－機能性及び試験に関する要求事項 

注記 対応国際規格では，IEC 62309，Dependability of products containing reused parts－Requirements 
for functionality and tests を記載している。 
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[17] IEC 62402，Obsolescence management 

[18] IEC 62508，Guidance on human aspects of dependability 

[19] IEC 62550，Spare parts provisioning 

[20] IEC 62741，Demonstration of dependability requirements－The dependability case 

[21] JIS C 62960 ライフサイクル全般にわたる総合信頼性レビュー 

注記 対応国際規格では，IEC 62960，Dependability reviews during the life cycle を記載している。 

[22] JIS Q 31010 リスクマネジメント－リスクアセスメント技法 

注記 対応国際規格では，IEC 31010，Risk management－Risk assessment techniques を記載してい

る。 

[23] ASD-STE100，ASD Simplified Technical English Specification 

[24] JIS X 0170:2025 システム及びソフトウェア技術－システムライフサイクルプロセス 

[25] JIS Q 9000:2015 品質マネジメントシステム－基本及び用語 




